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唐
代
作
家
新
疑
年
録
㈹

1

王
之
換

･
要
至

･
賀
知
章

･
韓
侶

･
韓
愈

･
貫
休

･
元
結

･
蘇
痩

･

孫
逝

･
戴
叔
倫

･
張
九
齢

･
章
叔
向

･
章
常

･
章
牟

･
章
群

･
章

肇

･
包
倍

･
孟
郊

･
楊
巨
源

･
李
華

(元
結

･
元
徳
秀

･
孫
逝

･

粛
穎
士
)
･
李
季
蘭

･
李
頻

･
李
畠

･
陸
羽

･
柳
宗
元

･
梁
粛

･
令

狐
楚

･
虚
給
の
補
訂
稿
-

植

木

久

行

序

こ
の
新
疑
年
録
も
節
目
の

㈹を
迎
え
､
関
連
の
も
の
を
含
め
る
と
､
と
り
あ
げ
た
作
家

･
詩
人
の
数
は
､
す
で
に
八
十
名
を
越
し
て
い

る
｡
こ
の
十
年
の
歳
月
の
な
か
で
旧
稿
を
補
訂
す
べ
き
新
し
い
成
果
も
､
陸
続
と
発
表
さ
れ
て
い
る
｡
今
回
は
発
表
ず
み
の
拙
稿
に
対
す

る
補
訂
を
中
心
に
す
え
な
が
ら
､
将
来
､

一
書
に
ま
と
め
る
際
の
参
考
資
料
に
し
た
い
｡

た
だ
し
､
以
下
の
三
つ
の
事
項
に
つ
い
て
は
､
今
回
は
時
間
と
紙
幅
の
関
係
か
ら
後
日
に
譲
る
｡

①
粛
寮
士
の
生
年
に
つ
い
て
､
陳
鉄
民

｢粛
幕
士
繋
年
考
証
｣
(『文
史
J
T二
十
七
輯
､
1
九
九
三
年
)
は
､
通
説
よ
り
も
十
年
早
い
神
竜
三
年

(七
〇
七
)
の
生
ま
れ
と
す
る
｡
こ
の
新
説
は
充
分
検
討
に
値
す
る
｡
②
瞭
然
の
最
晩
年
の
作
と
さ
れ
た
｢寄
贈
干
尚
書
L
は
､
じ
つ
は
『全

唐
文
』
巻
六
八
八
に
収
め
る
荷
載
の
同
題
の
文
章
と
全
-
同
じ
で
あ
り
､
作
品
内
容
と
作
者
の
事
跡
か
ら
荷
載
の
作
と
見
な
す
べ
き
こ
と

が
判
明
し
た
｡
こ
の
こ
と
は
要
晋
華
の
労
作

『瞭
然
年
譜
』
(屡
門
大
学
出
版
社
､
1
九
九
二
年
)
の
な
か
に
論
証
さ
れ
て
お
り
､
貞
元
八
年
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(七
九
二
)以
降
の
没
年
の
範
囲
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
｡
③
権
徳
輿
の
生
年
に
つ
い
て
は
､
呉
汝
燈
が
七
六

1
年
と
す
る
新
説
を
唱

え
た
が
､
薄
寅

(｢権
徳
輿
年
譜
略
稿
｣､
同

『大
暦
詩
人
研
究
』
下
編
所
収
)
や
陶
敏

(『唐
才
子
伝
校
等
』
第
五
冊

〔補
正
〕､
権
徳
輿
の
条
)
に

よ
っ
て
､
同
じ
論
拠
か
ら
従
来
の
説

(七
五
九
年
)
の
ほ
う
が
や
は
り
妥
当
で
あ
る
と
し
た
こ
と
､
の
三
点
で
あ
る
｡

細
か
な
補
訂
は
省
略
し
た
が
､
今
回
の
事
項
だ
け
で
も
､
伝
記
研
究
の
進
展
と
そ
の
問
題
点
の

一
端
が
浮
か
び
あ
が
る
で
あ
ろ
う
｡

(
一
九
九
六
年
十
月
五
日
)

※
湖
北
人
民
出
版
社
刊

『聞
1
多
全
集
』
全
十
二
巻

(
1
九
九
三
年
)
の
な
か
に
､
｢唐
詩
人
生
卒
考
｣
や

｢初
唐
四
傑
合
譜
｣
が
未
収
で
あ

る
の
は
､
き
わ
め
て
残
念
な
こ
と
で
あ
る
｡

○
王
之
漁

(字
季
渡
)
-
新
疑
年
録

川

〔補

遺
〕

き
ひ
つ

l

李
希
泌

｢王
之
換
墓
誌
介
給
Lt
(『中
国
史
研
究
』
一
九
八
〇
年
第
二
期
)
に
は
､
同
墓
誌
石
が
発
見
さ
れ
た
経
緯
と
そ
の
後
の
行
-
え
に
つ

2

い
て
興
味
深
い
話
を
の
せ
て
い
み
｡
執
筆
者
の
李
希
泌
は
､
か
つ
て
王
之
湊
墓
誌
石
を
所
蔵
し
た
李
根
源

(
1
八
七
九
-

1

九
六
五
)
の
子

で
あ
る
｡
こ
の
紹
介
文
に
よ
れ
ば
､

一
九
三
二
年
､
李
根
源
が
抗
日
国
難
会
議
に
参
加
す
る
た
め
に
洛
陽
に
赴
い
た
と
き
､
た
ま
た
ま
北

印
山
の
唐
人
墓
群
の
発
掘
中
で
あ

っ
た
｡
そ
こ
で
き
っ
そ
-

｢銀
元
二
千
元
｣
で
唐
代
墓
誌
九
十
三
石
を
購
入
し
て
､
蘇
州
に
持
ち
帰
っ

た
｡
王
之
換
墓
誌
石
は
､
こ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
｡
同
年
の
秋
九
月
､
そ
の
拓
片
を
見
た
章
太
炎

(名
は
柄
厳
､

一
八
六
九
～
一
九
三
六
)
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ママ

3

は
興
奮
し
て
､
｢得
此
石
､
乃
大
快
也
い

と
叫
ん
だ
と
い
う
.
ま
た
章
太
炎
は
､
自
ら
陳
列
室
に
か
か
げ
る
｢曲
石
精
度
蔵
九
十
三
唐
誌
室
｣

し
る

の
属
額
を
題
し
た
.

1
九
三
七
年
､
抗
日
戦
争
が
勃
発
す
る
と
､
李
根
源
は
略
奪
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
､
九
十
三
石
の
す
べ
て
を
蘇
州
郊

外
に
運
び
､
李
家
の
墓
地
の
そ
ば
に
あ
る
小
さ
な
池

(小
王
山
の
ふ
も
と
の
関
帝
廟
の
前
の
そ
れ
)
の
中
に
沈
め
た
｡
新
中
国
成
立
後
､
こ
れ

ら
の
墓
誌
石
は

一
括
し
て
蘇
州
市
文
物
保
管
委
員
会
に
寄
贈
さ
れ
､
当
委
員
会
は
さ
っ
そ
-
水
中
か
ら
引
き
あ
げ
て
陳
列
し
た
､
と
｡
な

お
こ
の
紹
介
文
に
も
､
｢王
之
換
墓
誌
銘
井
序
｣
の
全
文
を
附
す
｡

ち
な
み
に
､
こ
の
唐
墓
誌
九
十
三
石
の
墨
拓
は
､

T
九
八
六
年
五
月
､
斉
魯
書
社
が
刊
行
し
た
李
希
泌
編

『曲
石
精
度
蔵
唐
墓
誌
』
の

な
か
に
影
印
さ
れ
､
容
易
に
唐
代
の
お
も
か
げ
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
李
希
泌
の
手
に
な
る
同
書
の
｢前
言
｣
に
は
､

前
述
の
経
緯
が
ほ
ぼ
同
じ
-
記
さ
れ
､
さ
ら
に
一
九
八
二
年
当
時
､
王
之
漁
の
墓
誌
石
が
す
で
に
北
京
に
運
ば
れ
､
他
の
各
石
は
南
京
に

運
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
も
言
及
す
る
｡
な
お
こ
の
曲
石
精
度
に
蔵
し
た
墓
誌
石
の
全
体
に
つ
い
て
は
､
吉
岡
真

∃
曲
石
精
度
蔵
唐
墓
誌
』

叙
録
｣
(『福
大
史
学
』
46
･
47
合
併
号
､

一
九
八
九
年
)
に
詳
し
い
｡

〔備

考
〕

似

李
希
泌

｢盛
唐
詩
人
王
之
漁
家
世
与
事
迩
考
｣
(『晋
陽
学
刊
』
一
九
八
八
年
第
三
期
)
は
､
王
之
漁
に
関
す
る
注
目
す
べ
き
論
文
で
あ
る
｡4

同
論
文
は
､
ま
ず
『千
唐
誌
斎
蔵
誌
』
に
収
め
る
王
据
(王
経
の
弟
)
の
｢唐
故
文
安
郡
文
安
県
尉
太
原
王
府
君
夫
人
勃
海
李
氏
墓
誌
銘
井
序
い

(天
.宝
七
載

〔七
四
八
〕
の
作
､
八
四
二
番
)
が
､
十
八
歳
の
と
き
､
王
之
漁
の
も
と
に
嫁
い
で
き
た
夫
人

(後
妻
)
の
墓
誌
銘
で
あ
る
こ
と

ヽ
ヽ

を
論
証
し
､
こ
の
結
果
､
王
之
漁
の
伝
記
が
よ
り
詳
し
-
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
そ
の
墓
誌
銘
に
は
､
王
之
漁
の
死
を

｢天
宝
二
載
､

終
干
文
安
｣
と
い
う
｡
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
､
李
論
文
や

『唐
才
子
伝
校
等
』
第
五
冊

(補
正
)
王
之
湊
の
条

(陳
尚
君
執
筆
)
に

き
んのう

指
摘
さ
れ
る
ご
と
-
､
斯
能
撰

｢王
之
換
墓
誌
｣
の
ほ
う
が
正
し
-
､
妻
の
墓
誌
中
の
紀
年
は
王
之
漁
の
葬
年
を
卒
年
と
し
て
誤
記
し
た

可
能
性
が
高
い
｡
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ち
な
み
に
､
『唐
才
子
伝
校
等
』
第
五
冊

(補
正
)
王
之
湊
の
条
は
､
王
之
湊
の
祖
父
､
王
徳
表
の

｢大
周
放
蕩
州
文
安
県
令
王
府
君
塞

誌
銘
｣

(

辞
稜
撰
､
〇
四
六
二
番
)
と
祖
母
辞
氏
の
｢
漉
州
文
安
県
令
王
府
君
周
故
夫
人
辞
氏
墓
誌
銘
｣
(撰
者
未
詳
､
〇
四
三
五
番
)
も
､
同

5

じ

『千
唐
誌
斎
蔵
誌
』
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
JJv
を
指
摘
し
､
王
之
湊
の
家
系
を
よ
り
詳
し
-
論
究
す
る

(陳
尚
君
執
筆
)0

注

m
『中
国
史
研
究
』

1
九
八
1
年
第

1
期
に
は
､
こ
の
論
文
に
対
す
る
陶
志
固

｢《
王
之
換
墓
誌
》
標
点
質
疑
｣
を
の
せ
る
｡

脚
『古
籍
整
理
出
版
情
況
簡
報
』

1
六
七
期

(中
華
書
局
､

1
九
八
六
年
十
二
月

1
日
)
に
収
め
る
梁
修

｢曲
石
持
塵
蔵
唐
墓
誌
｣
に
も
､
簡
略

な
説
明
が
見
え
る
｡

榊
『曲
石
精
度
蔵
唐
墓
誌
』
に
附
す
章
太
炎
の
｢王
之
換
誌
｣
抜

(
1
九
三
二
年
九
月
)
に
は
､
｢得
此
石
､
乃
具
詳
本
末
､
真
大
快
也
｣
と
あ
る
｡

章
柄
麟

(号
太
炎
)
は
､
近
代
の
思
想
家

･
学
者

･
散
文
家
と
し
て
著
名
｡

㈹
周
栢
良
主
編

『唐
代
墓
誌
嚢
編
』
(上
海
古
籍
出
版
社
､

1
九
九
二
年
)
に
は
､
｢天
宝

1
三
E
I｣
の
条
に
収
め
る
｡

㈲

周
栢
良
主
編

『唐
代
墓
誌
棄
編
』
に
は
､
そ
れ
ぞ
れ

｢聖
暦
〇
二
八
｣
｢万
歳
通
天
〇
一
四
｣
の
条
に
収
め
る
｡
ち
な
み
に
､
王
之
湊
の
墓
誌

は

｢天
宝
〇
二
八
｣
の
条
に
収
め
る
｡

○
貫

至

(字
幼
幾
)
-
新
疑
年
録

川

〔生
没
年
の
論
拠
の
補
充
〕

l

マ
マ

②
独
孤
及

｢祭
要
尚
書

(至
)
文
い

(
『全
唐
文
』
巻
三
九
三
)
に
､
｢雄
大
歴

(磨
)
七
年
四
月
二
十

l
日
'
朝
散
大
夫

検
校
尚
書

司
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封
郎
中
､
兼
野
州
刺
史
､
賜
紫
金
魚
袋

独
孤
及
､
謹
以
清
酌
庶
蓋
之
臭
､
敬
祭
於
放
散
騎
常
侍

贈
礼
部
尚
書

雪
公
六
兄
之
霊
｣
と

あ
る
｡
こ
れ
に
よ
れ
ば
､
晋
至
は
遅
-
と
も
大
暦
七
年

｢
四
月
二
十

一
日
｣
以
前
に
没
し
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
こ
れ
と
旧
稿
①
の

『新
唐

C･)

書
』
付
伝
を
参
照
す
れ
ば
､
晋
至
は
大
暦
七
年
正
月
か
ら
四
月
二
十

1
日
以
前
に
没
し
た
こ
と
に
な
る
.
羅
聯
添
の
｢独
孤
及
年
並門

は
､

こ
の
祭
文
に
よ
っ
て
四
月
没
と
推
定
す
る
が
､
そ
れ
を
確
認
す
る
資
料
は
な
い
｡

3

③
同
じ

｢祭
晋
尚
書
文
｣
中
に
は
､
｢兄

(要
至
)
有
七
年
之
長
､
蒙
以
伯
仲
相
親
｣
と
も
い
う
｡
独
孤
及
の
生
年
は
､
開
元
十
三
年

(七

4

二
五
)
に
確
定
で
き
み
の
で
､
曹
至
の
生
年
は
そ
れ
よ
り
七
年
前
の
開
元
六
年

(七
1
八
)
の
こ
と
に
な
り
､
論
拠
①
に
記
さ
れ
る
享
年
と

5

没
年
か
ら
逆
算
し
た
生
年
の
正
し
さ
を
傍
証
す
み
｡

注

川
『文
苑
英
華
』

似
『大
陸
雑
誌
』

一
九
八
六
年
)

㈱
『文
苑
英
華
』

巻
九
八
一
や
'
四
部
叢
刊

『丘
陵
集
』
巻
二
〇
に
も
収
め
る
｡

第
四
十
八
巻
三
期

(
一
九
七
四
年
)
に
は
､
｢独
孤
及
考
証
｣
と
題
す
る
｡
い
ま
同

『唐
代
詩
文
六
家
年
譜
』
(学
海
出
版
社
､

所
収
の
も
の
に
よ
る
｡

巻
九
八
一
(明
版
)
に
は
､
｢七
｣
を

｢十
｣
に
作
り
'
∃
集
』
に

｢七
｣
に
作
る
｣
と
注
す
る
｡
十
は
七
の
形
誰
｡

仙
拙
稿

｢唐
代
作
家
新
疑
年
録
｣

仰
(弘前
大
学
人
文
学
部

『文
経
論
叢
』
第
二
十
五
巻
三
号
'

1
九
九
〇
年
)
に
収
め
る
独
孤
及
の
条
参
照
｡

㈲
晋
至
と
独
孤
及
の
交
遊
は
､
天
宝
六
載

(七
四
七
)
ご
ろ
'
梁
宋
の
地

(河
南
省
)
で
始
ま
っ
た
ら
し
い
｡
詳
し
-
は
羅
聯
添
の
年
譜
や
'
趣

望
秦

｢独
孤
及
年
譜
｣
(『古
代
文
献
研
究
集
林
』
第
二
集
､
駅
西
師
範
大
学
出
版
社
､
一
九
九
二
年
)
参
照
｡
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1

O
賀
知
章

(字
季
真
}

〔補

遺
〕

刷

2

李
燕
捷

『唐
人
年
寿
研
究
副
は
､
賀
知
章
は

l
年
遅
い
天
宝
四
載

(七
四
五
)
に
没
し
た
､
と
す
る
新
説
を
出
す

(二
七
八
貢
)｡
し
か

し
資
料
の
調
査
と
検
討
が
不
充
分
で
､
信
悪
性
は
な
い
｡

3

ま
た
賀
知
章
の
有
名
な

｢回
郷
偶
書
｣
二
首
に
対
し
て
'
聞

7
多

｢全
唐
詩
弁
証
い

は
晩
唐

･
五
代
の
黄
損
の
作
と
見
な
す
が
t
L
ば

ら
-
通
説
に
従
う
｡
仮
り
に
こ
の
二
首
が
賀
知
章
の
作
で
な
い
と
し
て
も
'
そ
の
生
没
年
の
論
証
に
は
支
障
が
な
い
｡
ち
な
み
に
聞

一
多

4

｢唐
文
学
年
表
い

に
は
'
｢唐
詩
大
系
｣

で
は
誤
っ
て
い
た
生
年
を
'
正
し
-

｢六
五
九
｣
と
す
る
｡

(4日3)(2日1)

注

｢述
書
賦
｣

の
原
注
に
は

｢字
維
摩
｣

と
す
る
｡

文
津
出
版

社
'
1
九
九
四
年
.

湖
北
人
民
出
版
社
刊

『聞

1
多
全
集
』
7

(
1
九
九
三
年
)
所
収
.

注

榊の
『聞

1
多
全
集
』
10
所
収
.
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○
韓

値

(字
致
毒

針

甥
-
新
疑
年
録

川

〔参

考
〕

2

晩
唐
の

｢文
筆
の
鳴
鳳
い
と
評
さ
れ
た
韓
僧
に
は
､
多
-
の
年
譜
が
作
ら
れ
て
い
る
O
筆
者
の
見
た
も
の
に
は
､
①
清
の
震
釣

｢韓
承

3

旨
年
譜
｣
､
②
卑
仲
勉

｢韓
侶
南
依
記
｣
(晩
年
に
限
定
し
た

一
種
の
年
譜
)､
③
孫
克
寛

｢韓
侶
簡
譜
初
稿
い
(台
中
･東
海
大
学

『図
書
館
学
報
』

五
期
､

一
九
六
三
年
)､
④
陳
敦
貞

『唐
韓
学
士
侶
年
譜
㌔

⑤
今
西
凱
夫
･林
貞
治

｢韓
個
的
初
歩
考
察
｣
に
収
め
る

｢韓
侶
年
譜
｣
(竜
紀

元
年

〔八
八
九
〕
以
降
の
年
譜
)､
⑥
高
文
顕

｢韓
冬
郎
年
譜
｣
(同

『韓
侶
』
〔新
文
豊
出
版
公
司
､

一
九
八
四
年
〕
所
収
)､
⑦
零
松
林

･
郡
小

軍

｢韓
侶
年
譜
｣

旧榊
㈹

(『駅
西
師
大
学
報
』
〔哲
学
社
会
科
芋
版
〕

l
九
八
八
年
第
三
期
､
同
四
期
､

l
九
八
九
年
第

l
期
)
な
ど
が
あ
る
O

こ
の
う
ち
､
①
③
⑥
の
年
譜
は
会
昌
四
年

(八
四
四
)
生
年
説
､
⑦
は
筆
者
と
同
じ
会
昌
二
年

(八
四
二
)
生
年
説
､
⑤
は
こ
の
二
説
を
並

記
､
④
は
そ
の
中
間
の
会
昌
三
年
生
年
説
で
あ
る
｡
没
年
は
､
②
が
未
詳
と
す
る
ほ
か
は
み
な
､
竜
徳
三
年

(九
二
三
)
没
と
す
る
｡

し
か

4

ち
な
み
に
､
周
祖
讃

･
葉
之
樺

｢韓
侶
年
譜
補
正
山

は
､
現
時
点
で
最
も
詳
細
な
⑦
の
年
譜
に
対
す
る
補
正
で
あ
る
が
､
生
没
年
に
関

す
る
言
及
は
特
に
な
い
｡

〔備

考

〕刷

宰
松
林

･
郵
小
軍

｢韓
催
年
譜
L
m

は
､
韓
侶
詩
の
題
下
自
注
の
最
も
遅
い
紀
年

｢発
酉
の
年
｣
を
も
つ

｢駅
歩
｣
詩
に
着
目
し
て
い

う

(大
意
)､

｢駅
歩
｣
詩
以
下
に
編
次
さ
れ
る
諸
詩
は
､
同
年
の
冬
の
作
と
目
さ
れ
る

｢寄
隣
荘
道
侶
｣
ま
で
が
､
同
じ
突
酉
の
年

(乾
化
三
年
)

の
作
で
あ
る
｡
こ
の
後
の
諸
詩
の
順
序
が
春
か
ら
秋
の
作
で
あ
る
こ
と
か
ら
､
｢初
赴
期
集
｣
詩
か
ら

｢幽
独
｣
詩
ま
で
の
九
首
は
､
翌
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乾
化
四
年
甲
成

(九

1
E
I)
の
作
で
あ
る
O
集
中
の
編
次
は
お
お
む
ね
､
乱
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
乱
れ
て
は
い
な
い
.

こ
の
説
は
臆
測
の
域
を
出
な
い
が
､
そ
の
九
首
中
に
は
､
乾
化
四
年
の
作
が
含
ま
れ
る
可
能
性
も
無
視
で
き
な
い
｡
こ
の
指
摘
は
ま
た
､

韓
億
が
乾
化
四
年
甲
成
ま
で
は
確
実
に
生
存
し
て
い
た
こ
加
と
関
連
し
て
興
味
深
い
･
た
だ
同
年
譜
も
､
乾
化
四
年
を
最
後
に
繋
年
で
き

6

る
詩
文
は
な
)T
と
す
る
.

注

仙
『唐
才
子
伝
校
等
』
巻
九
､
韓
僧
の
条

(周
祖
課
･呉
在
慶
執
筆
)
参
照
｡
琴
仲
勉

｢補
唐
代
翰
林
両
記
｣
に
､
｢余
按
催
兄
儀
字
羽
光
､
致
光

或
渉
此
而
託
｣
(琴
仲
勉

『郎
官
石
柱
題
名
新
考
訂
』
〔上
海
古
籍
出
版
社
､

1
九
八
E
I年
､
E
I三
八
貢
〕)
と
い
う
O

fi
『四
庫
提
要
』
巻

1
五

1
､
別
集
類
四
､
『韓
内
翰
別
集
』
の
条
｡

仰
孫
克
寛

『詩
文
述
評
』
(台
北

･
広
文
書
局
､

l
九
七
〇
年
)
の
中
に
､
｢韓
侶
年
譜
｣

と
し
て
再
録
さ
れ
た
ら
し
い
が
､
筆
者
は
未
見
｡

糾
中
国
唐
代
文
学
会
第
七
届
年
会
聾
国
際
学
術
討
論
会
､

1
九
九
E
I年
十

1
月
｡

㈲
拙
稿

｢唐
代
詩
人
新
疑
年
録

LU参
照
｡
南
宋
の
劉
克
荘

『後
村
題
政
』
巻
四
に
収
め
る

｢政
東
園
方
氏
帖

韓
致
光
帖
｣
に
い
う
､
｢致
光

自
業
亥

(九
〇
三
年
)
去
国
､

至甲
成

(九

1
E
I)
悼
亡
､
十
有
二
年
､
流
落
久
臭
｡
而
乃
心
唐
室
､
終
始
不
衰
｡
其
自
書

『襲
郡
君
祭
文
J'

首
書
〟甲
成
歳
″
､
衝
書
〟前
翰
林
学
士
東
旨
､
銀
青
光
禄
大
夫
､
行
尚
書
戸
部
侍
郎
､
知
制
話
､
昌
繋
県
開
国
男
､
食
邑
三
百
戸

韓
某
″｡
是

年
､
朱
氏
纂
唐
己
八
年
､
為
乾
化
四
年
臭
｡
猶
書
唐
故
官
､
而
不
用
梁
年
号
｣
と
｡

㈲
孝
･郵

｢韓
侶
年
譜
L
M

に
い
う
､
甲
戊
の
年
は

『十
国
春
秋
』
に
記
さ
れ
る
没
年

(九
二
三
)
ま
で
は
､
ま
だ
九
年
も
あ
っ
て
､
没
年
の
記

事
の
信
苛
性
に
疑
問
も
残
る
が
､
そ
れ
を
-
つ
が
え
す
証
拠
も
な
い
の
で
今
従
う
､
と
｡
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○
韓

愈

(字
退
之
)
-
新
疑
年
録

Ⅲ

〔備

考
〕
(増
補
改
定
)

生
年
は
､
享
年
か
ら
逆
算
し
て
も
､
大
暦
三
年
生
ま
れ
と
な
る
｡
な
お
北
宋
の
呂
大
防
｢韓
吏
部
文
公
集
年
譜
｣､
北
宋
末
に
成
る
程
倶

は

んじ
よ
り
ん

｢韓
文
公
歴
官
記
｣
､
や
は
り
北
宋
末
に
成
る
洪
興
祖

｢韓
子
年
譜
｣
､
南
宋
初
め
の
契

汝

案

｢韓
文
公
年
譜
｣
な
ど
､

一
連
の
古
い
宋
代

1

の
年
譜
類
に
お
い
て
も
､
生
没
年
に
異
同
は
な
い
｡

ヽ

ち
な
み
に
､
周
祖
宗
主
編

『中
国
文
学
家
大
辞
典

(唐
五
代
巻
)』
韓
愈
の
条

(呉
汝
燈
執
筆
)
に
､
そ
の
生
没
を

｢七
六
六
-
八
二
五
｣

と
す
る
が
､
傍
点
部
の
五
は
四
の
誤
り
で
あ
る
｡
と
い
う
の
は
､
韓
愈
の
死
亡
日

｢十
二
月
二
日
｣
は
､
西
暦
に
換
算
し
て
も

｢十
二
月

二
十
五
日
｣
(
ユ
リ
ウ
ス
暦
)
も
し
-
は
｢十
二
月
二
十
九
日
｣
(グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
)
と
な
り
､
八
二
四
年
内
に
収
ま
る
か
ら
で
あ
る
｡
旧
暦
の

十
二
月
は
西
暦
に
換
算
し
た
場
合
､
翌
年
に
な
る
場
合
が
多
い
が
､
や
は
り
細
心
に
調
べ
る
必
要
が
あ
る
｡
孫
望

･
郁
賢
暗
主
編

『唐
代ヽ

文
選
』
(江
蘇
古
籍
出
版
社
､

一
九
九
四
年
)
に
収
め
る

｢韓
文
公
墓
誌
銘
｣
(周
福
昌
注
釈
)
に
､
長
慶
四
年
十
二
月
二
日
を

｢公
元
八
二
五

ヽ

年

一
月
二
十
五
日
｣
と
す
る
の
も
同
じ
誤
り
で
あ
る
｡
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
歳
末
の
日
を
厳
密
?

(杓
子
定
規
)
に
西
暦
に
な
お
す
こ
と
自

2

体
､
古
典
研
究
に
お
い
て
は
不
合
理
で
､
ほ
と
ん
ど
無
意
味
な
の
で
あ
る
が
-
-
0

注

仙

徐
敏
霞
校
輯

『韓
愈
年
譜
』
(中
華
書
局
､

一
九
九

一
年
)
所
収
｡
清
の
馬
目
端
輯

『韓
文
類
譜
』
に
は
､
呂
･
程
･
浜
の
三
種
を
収
め
る
0
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似
拙
稿

｢唐
代
詩
人
生
卒
年
論
拠
考
三
題
-
張
九
齢
･
李
益
･
張
説
-
｣
(早
稲
田
大
学

『中
国
文
学
研
究
』
第
十
六
期
､

1
九
九
〇
年
)
の
張

説
の
条
と
そ
の
注

糾､
呉
在
慶

｢杜
牧
卒
年
再
考
｣
(『人
文
雑
誌
』
1
九
八
三
年
第
五
期
所
収
.
同

『杜
牧
論
稿
』
〔厘
門
大
学
出
版
社
､

1
九

九

一
年
〕
で
は
一
〇
二
～
一
〇
三
頁
)
な
ど
参
照
｡

○
貫

休

(字
徳
隠
)
-
新
疑
年
録

川

〔参

考
〕

詩
僧
貫
休

(俗
姓
は
妻
氏
)
は
､
五
代
前
萄
永
平
二
年

(九

一
二
)
の
十
二
月
に
没
し
た

(既
述
)｡
西
暦

(
ユ
リ
ウ
ス
暦
)
に
よ
れ
ば
､

同
年
十
二
月

一
日
は
､
す
で
に
九

一
三
年

一
月
十
日
で
あ
る

(グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
は
五
日
遅
れ
)
が
､
許
容
さ
れ
る
慣
例
と
し
て
九

一
二
年
の

ま
ま
に
し
て
お
く
｡

ち
な
み
に
､
周
祖
課
主
編

『中
国
文
学
家
大
辞
典

(唐
五
代
巻
)』
貫
休
の
条

(要
晋
華
執
筆
)
は
､
｢
八
三
二
生
-
九

二

1没
｣
と
す
る
｡

ヽ

こ
の
没
年
は
同
書
の
方
針

(杓
子
定
規
に
西
暦
に
な
お
す
)
に
従
え
ば
'
九

二
二
年
と
す
べ
き
で
あ
る

(凡
例
六
)｡
筆
者
は
､
こ
の
方
針
を

不
合
理
と
考
え
て
採
用
し
な
い
｡
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○
元

結

(字
次
山
)
-
新
疑
年
録

川

〔生
年
の
論
拠
の
補
充
〕

楊
承
祖

｢元
結
年
譜
｣
(『淡
江
学
報
』
第
二
期
､
一
九
六
二
年
)
は
､
孫
望
の
新
説
を
う
け
て
､
開
元
七
年

(七
一
九
)
生
ま
れ
の
論
拠
を

新
た
に
二
つ
加
え
た
｡

1

0
元
結
の

｢与
呂
相
公

〔語
〕
重
昂

(『全
唐
文
』
巻
三
八
1
)
に
は
､
｢英
文
三
世
単
貧
､
年
過
四
十
'
-
････

自
布
衣
歴
官
､
不
十
月
､

官
至
尚
書
郎

〔水
部
員
外
郎
の
こ
と
〕､
向
三
歳
､
官
未
削
｣
と
あ
る
｡
元
結
は
乾
元
二
年

(七
五
九
)
〔の
九
､
十
月
〕
に
任
官
し
て
以
来
､

上
元
二
年

(七
六
1
)
で
ち
ょ
う
ど

〔あ
し
か
け
〕
三
年
で
あ
る
O
つ
ま
り
､
こ
の
書
は
上
元
二
年
の
作
で
あ
り
､
旧
説
の
開
元
十

1
年

(七

二
三
)
生
ま
れ
で
は
､
当
時
三
十
九
歳
､
新
説
の
開
元
七
年
生
ま
れ
で
は
､
当
時
四
十
三
歳
と
な
る
｡
文
中
に
｢年

四
十
を
過
ぐ
｣
と
あ

る
の
で
､
旧
説
で
は
合
わ
な
い
｡

2

0

元
結

｢別
雀
蔓
序
い

(
『全
唐
文
』
巻
三
八
こ

に
､
｢漫
里

〔元
結
の
自
称
〕
年
将
五
十
､
与
時
不
合
､
垂
三
十
年
､
愛
悪
之
声
､
紛

紛
人
間
｡
博
陵
連
星
､
惑

〔渡
〕
里
所
為
､
遊
両
群
之
､
数
月
末
去
｡
会
津
州
都
督
張
正
吉
､
薦

〔雀
〕
皐
為
萄

〔属
の
託
〕
邑
長
､
将
行
､

〔浸
〕
隻
語
日
-
｣
と
あ
る
｡
張
正
言
と
は
､
張
謂

〔字
正
吉
〕
を
指
す
｡
『全
唐
文
』
巻
三
七
五
､
張
請
の
｢長
沙
士
風
碑
銘
序
｣
に
､
｢巨

唐
八
葉
､
元
型
六
載
､
正
吉
待
罪
湘
東

〔長
抄
の
こ
と
〕｣
(『唐
文
粋
』
巻
五
四
に
は
､
罪
を
理
に
作
る
)
と
あ
る
｡
｢巨
唐
八
葉
｣
と
は
､
高

祖

･
太
宗

･
高
宗

･
中
宗

･
専
宗

･
玄
宗

･
粛
宗
と
数
え
て
､
代
宗
ま
で
で
ち
ょ
う
ど
八
代
で
あ
る

(周
を
樹
立
し
た
武
后
を
数
え
な
い
の
が

唐
代
の
通
例
)｡
ま
た

｢元
聖

(今
上
陸
下
の
意
)
六
載
｣
と
は
､
代
宗
の
広
徳
元
年

･
二
年
､
永
泰
元
年
､
大
暦
元
年
･
二
年
を
へ
て
同
三

3

年
ま
で
で
､
ち
ょ
う
ど
六
載

(六
年
)
で
あ
る
｡
つ
ま
り
こ
の
二
句
は
､
代
宗
の
大
暦
三
年

(七
六
八
)
を
指
す
｡
長
抄
と
は
滞
州
の
こ
と
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こ
ん

で
あ
り
､
張
謂
が
淳
州
刺
史
で
あ
っ
た
の
は
大
暦
三
年
ご
ろ
と
な
る
｡
『全
唐
文
』
巻
四

二

一と
四

二

に
収
め
る
常
襲

｢授
張
謂
太
子
左

庶
子
制
｣
｢授
張
謂
礼
部
侍
郎
制
｣､
お
よ
び
近
人
の
厳
耕
望

『唐
僕
尚
丞
郎
表
』
巻
十
六
に
よ
れ
ば
､
張
詞
は
薄
州
刺
史
か
ら
入
朝
し
て

太
子
左
庶
子
と
な
り
､
さ
ら
に
礼
部
侍
郎
に
う
つ
っ
て
大
暦
七
･
八
･九
年
の
貢
挙
を
掌

っ
て
い
る

(『登
科
記
考
』
巻
十
所
引

『唐
語
林
』)0

ま
た

『旧
唐
書
』
巻
十

一
､
代
宗
紀
の
大
暦
四
年
二
月
の
条
に
､
｢辛
酉

〔二
十
二
日
〕､
以
湖
南
都
団
練
観
察
使
･衡
州
刺
史
書
之
晋
為
淳

い
し
し
ん

州
刺
史
｣
と
あ
る
｡
滞
州
刺
史
以
後
の
張
謂
の
官
歴
は
明
瞭
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
､
孝
之
晋
が
薄
州
刺
史
の
後
任
で
あ
る
こ
と
は
疑
い

な
い
｡
と
す
れ
ば
､
張
謂
が
淳
州
の
地
を
去
っ
た
の
は
､
遅
-
と
も
大
暦
四
年
二
月
を
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
｡
し
か
も
元
結
は
大
暦
三
年

の
夏
､
道
州
刺
史
を
や
め
､
つ
い
で
容
管
経
略
使
と
な
り
､
そ
の
治
所
〔容
州
〕
に
到
着
す
る
と
軍
務
が
繁
忙
で
､
ほ
ど
な
-
母
の
死
に
遭

っ
て
い
る
｡
雀
蔓
と

｢遊
び
て
こ
れ
を
輯
ず
る
こ
と
数
日
｣
な
る
ひ
ま
は
な
い
は
ず
で
あ
る
｡
と
す
れ
ば
､
雀
卓
の
来
遊
は
道
州
刺
史
在

任
中
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
つ
ま
り
序
の
作
成
は
､
お
そ
ら
-

〔元
結
が
道
州
刺
史
を
や
め
た
〕
大
暦
三
年
よ
り
遅
い
こ
と
は
あ
り
え
な
い
｡

新
説
の
開
元
七
年
生
ま
れ
で
は
､
大
暦
三
年

(七
六
八
)
当
時
､
五
十
歳
で
あ
る
｡
も
し
序
の
作
成
が
こ
れ
よ
り
早
い
な
ら
ば
､
五
十
に
と

まさ

4

ど
か
ず
､
｢年
将
に
五
十
に
な
ら
ん
と
す
｣
の
句
と
ま
さ
し
-
符
合
す
る
｡
旧
説
の
開
元
十

一
年
生
ま
れ
で
は
､
大
暦
三
年
当
時
､
や
っ
と

四
十
六
歳
で
あ
り
､
〔序
の
作
成
年
代
が
も
っ
と
早
け
れ
ば
､
四
十
五
歳
以
下
に
な
っ
て
､
｢年
将
に
五
十
に
な
ら
ん
と
す
｣
と
は
か
け
は
な
れ
る
〕｡

序
の
作
成
が
た
と
え

〔大
層
三
年
よ
り
一
､
二
年
〕
遅
-
と
も
､
｢年
将
に
五
十
に
な
ら
ん
と
す
｣
の
言
葉
に
は
ふ
さ
わ
し
-
な
い
｡

こ
の
楊
承
祖
の
説
は
､
孫
望
説
の
論
拠
を
補
充
し
た
も
の
と
し
て
高
-
評
価
で
き
よ
う
｡
0
の

｢与
呂
相
公
書
｣
の
作
成
年
代
は
､
孫

望
の

完

次
山
年
譜
』
で
も
､
上
元
二
年
の
作
で
あ
ろ
,㌢

し
､
問
題
と
な
る
箇
所
は
ほ
と
ん
ど
な
い
｡

O
の
張
謂
の
事
跡
に
関
す
る
考

証
は
､
博
薙
環

｢張
謂
考
｣
(『唐
代
詩
人
叢
考
』
中
華
書
局
'
一
九
八
〇
年
所
収
)
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
､
張
謂
の
｢長
沙
士
風
碑
銘
序
｣

6

は
､
や
は
り
博
説
の
ご
と
-
代
宗
の
即
位
し
た
宝
応
元
年
(七
六
二
)
を
含
め
て
､
大
暦
三
年
で
は
な
-
同
二
年
の
作
と
考
え
て
､
郁
賢
暗

『唐
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刺
史
考
』
(後
引
)
の
記
述
と
も
合
致
さ
せ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
と
こ
ろ
で
楊

･
博
の
二
人
は
滞
州
刺
史
書
之
晋
の
前
任
者
を
張
詞
と
見
な

す
が
'
郁
賢
暗

『唐
刺
史
考
』
的
､
江
南
西
道
･滞
州
の
条
に
は
'
｢雀
瑠

永
泰
元
年

(七
六
五
)
｣

｢張
謂

約
永
泰
元
年
-
大
磨
二

(約

七
六
五
-
七
六
七
)
｣

｢陽
済

約
大
暦
二
年
-
四
年

(約
七
六
七
-

七
六
九
)
｣

｢章
之
晋

大
暦
四
年

(七
六
九
)
｣

と
考
証
さ
れ
て
お
り
､

二
人
の
間
に
陽
済
を
入
れ
る
｡
こ
の
郁
説
に
従
え
ば
'
元
結
の

｢別
雀
卓
序
｣

は
遅
-
と
も
大
暦
二
年

(七
六
七
)
以
前
の
作
と
な
る
｡
新

読

(七
一
九
年
生
)
で
は
元
結
の
年
齢
は
四
十
九
歳
以
前
'
旧
説

(七
二
三
年
生
)
で
は
'
三
十
五
歳
以
前
と
な
る
｡
文
中
の

｢年
将
五
十
｣

に
適
合
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
前
者
で
あ
り
'
後
者
で
は
不
可
能
と
な
る
｡
要
す
る
に
'
元
結
の

｢別
雀
蔓
序
｣

は
'
生
年
の
新
説
に
従

っ

て
'
大
暦
二
年

(七
六
七
)'
作
者
四
十
九
歳
の
と
き
の
作
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
旧
説
の
四
十
九
歳
は
'
死
ぬ

一
年
前
の
大
暦
六
年

き
よう

(七
七
1
)
に
あ
た
る
｡
そ
の
年
､
元
結
は
歳
末
近
-
ま
で
母
の
喪
に
服
し
て
永
州
郁
陽
県

〔湖
南
省
〕
の
漕
渓
の
自
宅
に
い
た
｡
他
方
～

7

す
で
に
都
に
い
た
張
詞
は
同
年
の
冬
'
太
子
左
庶
子
か
ら
礼
部
侍
郎
に
転
任
し
た
ば
か
仇
で
あ
り
､
も
ち
ろ
ん

｢滞
州
都
督

(薄
州
刺
史
･

8

本
州
団
練
守
捉
使
1
張
正
吉
｣

の
語
と
は
合
わ
な
い
｡

〔補

遺
〕

き
よう
ち
ゆう

別

し
よう
り
よう

元
結
は
唐
人
選
唐
詩
の

1
種

『
筒

中

集
叫
の
編
者
で
あ
り
'
｢
春

陵

行
｣

や

｢賊
退
示
官
吏
｣
な
ど
の
社
会
詩
で
著
名
O
年
譜
と
し

て
は
孫
望

『元
次
山
年
譜
』
と
楊
承
祖

｢元
結
年
譜
｣

の
二
種
が
詳
細
で
す
ぐ
れ
る
｡
楊
承
祖
に
は
'
さ
ら
に
孫
望
や
自
分
の
年
譜
を
補

訂
し
た

｢元
結
年
譜
弁
正
｣

(

『淡
江
学
報
』
第
五
期
'

一
九
六
六
年
所
収
)
が
あ
り
'
有
益
で
あ
る
｡
ち
な
み
に
'
旧
説
に
従
う
孔
徳
の

｢唐

元
結
年
譜
｣

(

『国
立
中
山
大
学
文
学
院
研
究
所
集
刊
』
第

一
冊
'

一
九
四
八
年
所
収
)
は
､
孫
望
･楊
承
祖
の
そ
れ
に
較
べ
て
数
段
劣

っ
て
い
る
｡
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(3)(2)(1)

注

孫
望
編
校

『元
次
山
集
』
巻
七

(世
界
書
局
刊

『新
校
元
次
山
集
』
に
よ
る
)
所
収
｡

孫
望
編
校

『元
次
山
集
』
巻
十
､
『文
苑
英
華
』
巻
七
三
四
所
収
｡

聞

一
多
｢卑
嘉
州
繋
年
考
証
｣
注
43
も
同
じ
で
あ
る
が
､
代
宗
の
即
位
し
た
宝
応
元
年
を
含
め
て
､
大
暦
二
年
ま
で
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う

(後
述
)0

川
場
承
祖

｢元
結
年
譜
｣
に
付
す

｢元
次
山
作
品
年
表
｣
に
は
､
大
暦
二
年
の
条
に

｢
?
｣
の
記
号
を
つ
け
て
入
れ
る
.
孫
望

『元
次
山
年
譜
』

で
は
､
も
ち
ろ
ん
新
説
に
従
っ
て
四
十
九
歳
の
と
き
'
つ
ま
り
大
暦
二
年
の
条
に
か
け
る
｡

㈲
｢向
三
歳
､
猶
言
将
近
三
年
､
惟
実
未
及
三
年
｡
今
按
公
自
上
元
元
年
為
水
部
貞
外
部
､
至
此
方
二
年
､
故
書
云

『向
三
歳
』
也
｣
と
あ
る
｡

ち
な
み
に
､
孔
徳

｢唐
元
結
年
譜
｣
も
上
元
二
年
作
と
す
る
｡

㈲

孫
望
･
郁
賢
暗
主
編

『唐
代
文
選
』
(江
蘇
古
籍
出
版
社
'

一
九
九
四
年
)
に
収
め
る

｢長
沙
士
風
碑
銘
｣
(陶
敏
注
釈
)
も
､
｢六
載
｣
は
大

暦
二
年

(七
六
七
)
を
指
す
と
す
る
｡

∽

博
薮
環

｢張
謂
考
｣
や
厳
耕
望

『唐
僕
尚
丞
郎
表
』
巻
十
六
参
照
｡

㈱
常
衷

｢授
張
謂
太
子
左
庶
子
制
｣
(『全
唐
文
』
巻
四

二

一)
に
よ
る
｡
ち
な
み
に
､
陳
振
孫

『直
斎
書
録
解
題
』
巻
八
に
は
'
｢長
沙
士
風
棉

一
巻
｣
を
著
録
L
t
｢唐
津
州
刺
史
河
南
張
謂
撰
､
前
有
碑
銘
｣
云
々
と
い
う
0

㈱
孫
望

｢菌
中
集
作
者
事
輯
｣
(同

『蛸
里
雑
稿
』
上
海
古
籍
出
版
社
'

1
九
八
二
年
所
収
)
は
参
照
に
値
す
る
.

○蘇
頴

(字
廷
碩
)
-
新
疑
年
録
㈲

〔参

考
〕

㈱

1

2

郁
賢
略

｢蘇
賭
事
迩
考
｣t

と
同

｢蘇
賭
年
並凹

が
出
た
｡
特
に
後
者
は
詩
文
の
系
年
も
行
わ
れ
て
お
り
､
有
益
で
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
れ
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3

ば
､
蘇
疎
の

｢陳
情
表
い

(
『全
唐
文
』
巻
二
五
五
)
は
､
没
年

(七
二
七
)
の
六
月
末
の
作
と
推
定
さ
れ
､
そ
の
絶
筆
と
評
し
て
よ
い
｡

4

5

ま
た
陳
鈎

｢蘇
賄
其
人
及
其
詩
い

や
､
陳
輝
東

｢唐

『蘇
績
集
』
知
見
録
い

も
あ
り
､
研
究
が
急
速
に
進
ん
で
い
る
｡

(5日4)(3)(2日1)

注

『唐
代
文
学
研
究
』
第
三
輯
､

一
九
九
二
年
｡

『中
国
典
籍
与
文
化
論
叢
』
第
二
輯
､

一
九
九
五
年
｡
中
華
書
局
刊
｡

『文
苑
英
華
』
巻
六
〇
1
所
収
｡

『唐
代
文
学
研
究
』
第
四
韓
､

一
九
九
三
年
｡

『文
献
』
一
九
九
四
年
第

一
期
｡

○
孫

迭

(字
未
詳
)
I
新
疑
年
録

仙

〔備

考
〕

『唐
才
子
伝
校
等
』
第
五
冊

(補
正
)､
孫
逝
の
条

(陳
尚
君
執
筆
)
に
は
､
顕
聖
二
年

(七
六
二
)
の
秋
七
月
に
没
し
た

｢故
太
常
寺
主

1

簿
孫
府
君
墓
誌
銘
い

(逝
の
子
､
名
は
未
詳
｡
『千
唐
誌
斎
蔵
誌
』
九
1
四
番
)
を
と
り
あ
げ
て
い
う
､

2

顕
聖
は
史
朝
義
の
年
号
で
あ
り
､
そ
の
二
年
は
唐
の
上
元
三
年

(七
六
二
)
で
あ
る
｡
墓
誌
中
に
逝
の
こ
と
を

｢考
い

と
呼
ん
で
い

る
の
で
､
逝
は
す
で
に
没
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
『唐
才
子
伝
校
等
』
巻

1
'
孫
逝
の
条

(博
薙
環
執
筆
)
に
上
元
二
年
没
に
定
め
て
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い
る
の
は
､
正
し
い
で
あ
ろ
う

(原
文
は

｢近
是
｣)0

こ
の
指
摘
は
､
孫
逝
が
七
六
二
年
七
月
以
前
に
没
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
意
味
で
は
重
要
で
あ
る
が
､
没
年
が
上
元
元
～
二
年
の
い
ず

ぜ

れ
か
一
方
に
確
定
で
き
る
論
拠
に
は
な
り
え
な
い
｡
い
い
か
え
れ
ば
､
上
元
二
年
没
を

｢是

に
近
し
｣

と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
｡
ち
な

み
に
､
こ
こ
で
も
上
元
二
年
の
九
月
､
｢上
元
｣

の
年
号
を
去
っ
て
連
子
の
月

(十
一
月
)
を
歳
首
と
し
た
こ
と
に
無
頓
着
で
あ
る
｡
李
華

3

ヽ
ヽ

の
｢衝
州
刺
史
庁
壁
記
い

に
､
｢元
年
建
寅
月

(七
六
二
年
の
正
月
)
二
十

1
日
､
左
補
閑
適
郡
李
華
於
江
州
附
述
｣
と
あ
る
の
は
､
こ
の
実

例
で
あ
る
｡
な
お
七
六
二
年
の
四
月
以
降
は
宝
応
元
年
に
な
る
の
で
､
前
掲
の
上
元
三
年
は
宝
応
元
年
に
訂
正
す
べ
き
で
あ
る
｡

〔参

考
〕

4-

孫
徴
撰

｢唐
故
朝
議
郎
､
前
守
蓬
州
刺
史
､
楽
安
孫
府
君

〔讃
〕
墓
誌
銘
い

序
に
､
｢高
祖
府
君
請
逝
､
英
抜
聞
出
､
年
十
八
､
応
制
擢

5

科
､
授
越
州
山
陰
県
尉
｣

(

威
通
九
年
〔八
六
八
〕
ご
ろ
の
作
1
と
あ
る
｡
『旧
唐
書
』
巻

一
九
〇
中
の
本
伝
に
は
｢開
元
初
､
応
哲
人
奇
士
挙
､

授
山
陰
尉
｣

と
あ
り
､
『唐
会
要
』
巻
七
十
六
､
制
科
挙
に
は
､
よ
り
具
体
的
に
｢開
元
元
年

(七
二
二
)､
-
-

哲
人
奇
士
逸
倫
屠
釣
科
､

孫
逝
及
第
｣

と
あ
る
｡
開
元
元
年
､
十
八
歳
の
と
き
､
制
挙
に
及
第
し
た
と
す
れ
ば
､
そ
の
生
年
は
す
で
に
確
定
し
た
万
歳
通
天
元
年
生

(六
九
六
)
と
同
じ
結
果
に
な
る
｡
た
だ
前
述
の
制
挙
は
､
『冊
府
元
亀
』
巻
六
四
五
､
貢
挙
部
や
､
清
の
徐
松

『登
科
記
考
』
巻
五
な
ど

6

に
は
､
翌
開
元
二
年
の
こ
と
と
し
､
若
干
疑
問
が
残
数
｡

7

ち
な
み
に
､
王
基
倫
の

｢孫
逝
研
究
い

は
､
現
在
の
と
こ
ろ
､
ほ
と
ん
ど
唯

l
の
専
論
で
あ
る
が
､
そ
の
生
卒
年
の
考
察
は
新
し
い
知

見
に
乏
し
い
｡
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注

仙
周
紹
良
主
編

『唐
代
墓
誌
嚢
編
』
顕
聖
〇
〇
二
の
条
に
収
め
る
｡

㈱
『礼
記
』
曲
礼
篇
下
に
､
｢生
日
父
､
日
母
､
日
妻
｡
死
目
考
､
日
批
､
日
媛
｣

と
あ
る
｡
こ
こ
は
墓
誌
中
の
｢考
請
逝
､
為
中
書
舎
人
｣

云
々

の
語
を
踏
ま
え
る
｡

伽
『全
唐
文
』
巻
三
一
六
'
『文
苑
英
華
』
巻
八
〇
〇
所
収
.

細
注

山の
｢残
誌
0
1
五
｣

に
収
め
る
O

脚
胡
可
先

｢唐
代
墓
誌
嚢
編

残
誌
考
｣
(『文
献
』
一
九
九
六
年
第

一
期
所
収
)
参
照
｡

㈲

『唐
才
子
伝
校
等
』
巻

1
'
孫
逝
の
条

(博
薙
環
執
筆
)
は
､
開
元
二
年
の
こ
と
と
し
､
『唐
会
要
』
の
記
事
な
ど
に
は
全
-
言
及
し
な
い
.

S
『国
立
編
訳
館
館
刊
』
第
十
五
巻
第

1
期
､

1
九
八
六
年
C
ち
な
み
に
､
そ
の
生
卒
年
は
約
六
九
六
生
-
七
六
1
没
で
あ
る
｡

1

O
載
叔
倫

(字
幼
公
､

一
作
次
公
)
-
新
疑
年
録

㈲

〔論
拠
の
補
充
〕

マ
マ

0
梁
粛

｢唐
故
胡
散
大
夫
､
都
督
'
容
州
諸
州

〔軍
の
託
〕
事
､
容
州
刺
史
､
本
管
経
略
招
討
処
置
使
､
兼
御
史
中
丞
､
封
課
県
開
国

マ
マ

マ
マ

男
､
賜
紫
金
魚
袋

戴
公
神
道
碑
｣
に
､
｢正
元

〔貞
元
〕
四
年
七
月
起
家
､
除
都
督
､
容
州
諸
州
事
､
容
州
刺
史
'
本
管
経
略
招
討
処
置

2

3

使
､
兼
御
史
中
丞
｡
凡
歴
官
十

一
任
､
享
寿
五
十
八
｡
罷
､
歳
在
己
巳

〔貞
元
五
年
〓
ハ
月
遭
疾
､
帰
金
於
南
海

〔郡
名
､
広
州
〕
清
遠
県
｡

.■】

先
是
'
有
詔
移
督
白
帝
軍
事
'
書
未
下
而
公
募
｡
其
明
年
正
月
､
郭

･
邦
護
喪
1
帰
於
金
壇
旧
埜
｣
と
あ
る
｡

こ
の
梁
粛
の

｢戴
公
神
道
碑
｣
は
､
薄
寅

｢梁
粛
所
挟

《戴
叔
倫
神
道
碑
》
的
文
献
価
値
｣
(『文
献
』
1
九
九
1
年
第

1
期
所
収
)
の
な
か



で
括
介
さ
れ
た
金
壇
文
管
会

(文
物
保
管
委
員
会
の
略
称
)
所
蔵
の

『重
修
戴
氏
宗
譜
』
(民
国
十
六
年

二

九
二
七
〕
の
陳
元
培
の
序
を
も
つ
残

44

5

1

本
)
中
の
逸
文
で
あ
る
｡
こ
れ
に
よ

っ
て
も
､
戴
叔
倫
が
貞
元
五
年
六
月
没
､
享
年
五
十
八
歳
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
で
き
る
｡

注

仙
梁
粛
の

｢戴
公
神
道
碑
｣

に
は
､
｢公
詩
融
'
字
叔
倫
｣
と
い
う
｡
名
を
融
'
字
を
叔
倫
と
す
る
記
述
は
講
書
の
そ
れ
と
異
な
る
｡
こ
の
点
に

関
し
て
､
蒋
寅
の
論
文
は
｢

似
乎
詩
人
名
与
字
均
曽
有
所
更
改
｣
と
い
う
｡

伽
体
を
そ
こ
な
わ
ず
に
死
ぬ
意
.

ヽ
ヽ

仙
後
述
の
蒋
寅
の
年
譜
･年
表
は
､
端
州
の
清
遠
峡
で
没
し
た
と
す
る
が
､
端
州
は
広
州
の
誤
り
0
そ
う
で
な
け
れ
ば
､
こ
の
梁
粛
の
神
道
碑
の

ヽ
ヽ

｢南
海
の
清
遠
県
に
帰
全
す
｣

と
矛
盾
す
る

(清
遠
県
は
広
州
南
海
郡
に
属
す
る
)｡
李
紳
の
誤
っ
た
原
注
に
引
き
ず
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
｡
高

木
達
･
植
木
久
行

｢下
草
萱
『

李
紳
年
譜
』
補
訂

(下

3)｣
(『中
国
古
典
研
究
』
第
四
十
号
､

1
九
九
五
年
)
の
注
30
や
､
魂
嵩
山
主
編

『中

国
古
典
詩
詞
地
名
辞
典
』
(江
西
教
育
出
版
社
､

一
九
八
九
年
)
七
二
六
貢
参
照
｡

仙
シ
ツ
･
ホ
ウ
の
二
人
は
､
戴
叔
倫
の
子
.

㈲
蒋
寅

『戴
叔
倫
詩
集
校
注
』
(上
海
古
籍
出
版
社
'

1
九
九
三
年
)
の

｢附
録
三

伝
記
資
料
｣
や
､
同

『大
暦
詩
人
研
究
』
下
編

〔中
華
書

局
､

一
九
九
五
年
〕
の

｢第
四
章

戴
叔
倫
作
品
考
述
｣
の
中
に
も
収
め
ら
れ
る
｡
な
お
そ
の
校
注
本
に
収
め
る

｢年
譜
簡
編
｣､
そ
れ
を
や
や

詳
し
-
し
た

『大
暦
詩
人
研
究
』
下
編
所
収
の

｢戴
叔
倫
年
表
｣
も
有
益
で
あ
る
｡

‖り

○
張
九
齢

(字
子
寿
)
-
唐
代
詩
人
論
拠
考
三
題

〔傍
証
の
補
充
〕



③
徐
浩
の
｢張
公
神
道
碑
｣
(前
掲
)
に
､
｢弱
冠
郷
試
進
士
､
考
功
郎
沈
偉
期
､
尤
所
激
場
､

1
挙
高
第
｣
と
あ
る
｡
徐
松
の
｢登
科
記

考
｣
巻
四
に
よ
れ
ば
､
張
九
齢
は
長
安
二
年

(七
〇
二
)､
知
貢
挙
沈
任
期

(考
功
員
外
郎
在
任
)
の
も
と
で
､
進
士
科
に
及
第
し
て
い
る
｡

こ
の
こ
と
は
､
『唐
才
子
伝
校
等
』巻

一
､
沈
任
期
の
条
(博
旋
環
執
筆
)
の
官
歴
に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
る
｡
墓
誌
の
六
十
三
歳
没
説
で
は
､

ヽ
ヽ

こ
の
年
､
張
九
齢
は
二
十
五
歳
で
あ
り
､
徐
浩

｢碑
｣
の

｢弱
冠
郷
試
進
士
｣
と
符
合
す
る
｡
も
し
新
旧

『唐
書
』
の
六
十
八
歳
没
説
に

よ
れ
ば
､
年
齢
は
す
で
に
三
十
歳
の
而
立
と
な
り
､
｢弱
冠
｣
と
は
い
い
が
た
い
0

2

こ
の
論
拠
は
､
張
明
非
｢張
九
齢
生
平
事
迩
考
弁
j

の
説
を
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
｡
張
論
文
は
数
え
年
で
計
算
せ
ず
､
｢
二
十
四
歳
で

は
弱
冠
に
符
合
す
る
が
､
二
十
九
歳
で
は
ほ
と
ん
ど
而
立
に
近
-
､
弱
冠
と
は
い
い
が
た
い
｣
と
す
る
｡
し
か
し
当
時
の
一
般
的
な
年
齢

の
数
え
方

(虚
歳
)
に
よ
れ
ば
､
後
者
は
ま
さ
し
-
而
立
で
あ
り
､
弱
冠
と
呼
ぶ
こ
と
は
全
-
不
可
能
に
な
り
'
六
十
八
歳
没
説
の
非
が
い

っ
そ
う
明
瞭
に
な
る
｡
ち
な
み
に
､
六
十
三
歳
没
説
に
よ
る
二
十
五
歳
は
､
弱
冠
と
称
し
う
る
範
囲
内
に
あ
る
｡
何
格
恩
｢張
九
齢
年
譜
｣

長
安
二
年
､
二
十
五
歳
の
条
に
､
こ
の
進
士
科
及
第
を
と
り
あ
げ
て
い
う
､
｢
(張
)
公
は
時
に
年
二
十
余
､
故
に
『碑
』
は
弱
冠
を
以
て
こ

3

れ
を
称
す
い
と
｡

145

(3日2日1)

注

早
稲
田
大
学

『中
国
文
学
研
究
』
第
十
六
期
､
一
九
九
〇
年
所
収
の
拙
稿
｡

『唐
代
文
学
研
究
』
第
三
韓
､
一
九
九
二
年
｡
の
ち
張
明
非

『唐
音
論
薮
』
(広
西
師
範
大
学
出
版
社
､
一
九
九
三
年
)
に
再
録
｡

傍
証
を
も
う
一
つ
追
加
す
れ
ば
､
以
下
の
ご
と
-
で
あ
る
｡
張
九
齢
の
｢巡
属
県
道
中
作
｣

詩

(『全
唐
詩
』
巻
四
十
七
)
に
､
｢知
命
且
何
欲
､
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所
図
唯
退
耕
し

と
あ
る
｡
本
詩
は
､
張
九
齢
が
洪
州
刺
史
に
在
任
し
た
開
元
十
六
～
十
八
年

(七
二
八

～
七
三
〇
)
中
の
春
の
作
で
あ
る

(楊
承

祖

『唐
張
子
寿

先
生
九
齢
年
譜
』
開
元
十
八
年
の
条
)｡
知
命
と
は
､
も
ち
ろ
ん

『論
語
』
為
政
篇

｢五
十
に
し
て
天
命
を
知
る
｣
に
も
と
づ
-

｢五
十
歳
｣
を
称
す
る
言
葉
.
墓
誌
の
六
十
三
歳
没
説
で
は
五
十

1-
三
歳
､
新
旧

r唐
書
』
の
六
十
八
歳
没
説
で
は
五
十
六
～
八
歳
と
な
り
､

作
者
の
感
慨
と
し
て
は
前
者
の
ほ
う
が
穏
当
で
あ
る
｡
こ
の
指
摘
は
ほ
ぼ
張
明
非
の
前
掲
論
文
中
に
見
え
る
が
､
数
え
年
の
計
算
を
は
じ
め
､
論

証
に
や
や
不
備
が
あ
る
の
で
､
そ
の
要
約
は
し
な
い
｡
ち
な
み
に
､
劉
斯
翰
校
注
『曲
江
集
』
(広
東
人
民
出
版
社
､

一
九
八
六
年
)
に
は
､
｢巡

属
県
道
中
作
｣

詩
を

｢此
当
是
開
元
十
六
年
洪
州
任
上
所
作
｣
と
い
う
｡
こ
の
校
注
書
の
詩
集
部
分
は
､
何
格
恩
の
成
果
を
踏
ま
え
た
独
自
の
編

年
構
成
を
な
し

､
題
解
と
注
釈
を
付
す

(巻
末
に
は

｢張
九
齢
年
譜
簡
編
｣

を
収
め
る
)0

○
奪
叔
向

(字
遺
直
)
-
新
疑
年
録
㈲

〔参

考
〕

l

ヒう
し
ゆく
き
よ,フ

周
祖
宗
主
編

『中
国
文
学
家
大
辞
典

(唐
五
代
巻
)副

に
は
､
章

叔

向
の
生
没
年
を

｢
?
-
七
七
九
?
｣
と
す
る

(要
晋
華
執
筆
)
｡
他

2

ヽ
ヽ

方
､
『唐
才
子
伝
校
等
』
第
五
冊

(補
正
)
は
､
｢章
叔
向
碑
｣
の

｢春
秋
□
□
二
｣
の
欠
字
を
､
筆
者
と
同
じ
-

｢
五
十
二
｣
と
推
測
す
る
｡

そ
し
て

｢建
中
初
年

(建
中
元
年
は
七
八
〇
)
没
｣
と
す
る

『校
等
』
の
説

(儲
仲
君
執
筆
)
を

｢従
う
べ
し
｣
と
し
て
､
そ
の
生
年
を
開

元
十
七
年

(七
二
九
)
と
逆
算
す
る
｡
こ
の
陶
敏
説
は
､
｢七
二
八
生
?
-
七
七
九
没
?
｣
と
す
る
私
見
と
､
生
没
と
も
に

一
年
ず

つ
異
な

る
｡
し
か
し
論
拠
に
対
す
る
熟
考
が
必
ず
し
も
充
分
と
は
い
い
が
た
-
､
私
見
の
ほ
う
が
穏
当
で
あ
ろ
う
｡
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○
責
常

(字
中
行
)
･
責
牟

(字
胎
周
)
-
新
疑
年
録
㈲

〔補

考
〕

と
Aつ

ち
よAつこ

3

『唐
才
子
伝
校
等
』
第
五
冊

(補
正
)､
章
常
の
条

(陶
敏
執
筆
)
に
は
､
新
し
い
資
料
と
し
て
張
砧
の

｢勧
飲
酒
｣
詩
､

焼
得
硫
黄
謹
学
仙

未
勝
長
付
酒
家
銭

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

章
常
不
喫
斉
推
薬

却
在
人
間
八
十
年

ぼ
う

を
引
-
｡
そ
し
て
同
母
兄
弟
の
兄

｢菓
常
｣
と
弟

｢章
牟
｣
が
同
じ
天
宝
八
載

(七
四
九
)

ヽ

の
章
常
伝

(『華
氏
聯
珠
集
』
所
収
)
に
記
さ
れ
る

｢享
年
七
十
七
｣
は
､
前
掲
詩
に
い
う

『旧
唐
書
』
章
群
伝
に
付
す
る

｢年
七
十
｣
は
､
｢九
｣
の
字
を
脱
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
､

の
生
ま
れ
で
は
具
合
が
悪
い
と
し
て
､
袴
蔵
言

ヽ

｢
八
十
｣
に
近
い

｢七
十
九
｣
の
形
誰
で
あ
り
､

と
｡
『中
国
文
学
家
大
辞
典

(唐
五
代
巻
)』
章

常
の
条

(要
晋
華
執
筆
)
も
､
｢宝
暦
元
年
秋
卒
､
年
近
八
十
｣
と
述
べ
て
､
｢七
四
七
?
-
八
二
五
｣
(享
年
七
十
九
歳
?
)
と
す
る
｡
こ
れ

も
陶
敏
説
と
同
じ
論
拠
資
料

(前
掲
詩
)
に
も
と
づ
-
､
全
-
同
様
の
推
測
で
あ
ろ
う
｡

4

他
方
､
李
浩

｢中
唐

″
五
葉
〟
生
卒
年
重
考
い

は
､
執
筆
者
の
晋
晋
華
自
身
が
､
章
常
の
生
没
年
を

｢七
五
六
-
八
二
五
｣
(周
助
初
主

5

編

『唐
詩
大
辞
典
㍉

か
ら
前
掲
の
｢七
四
七
?
-
八
二
五
｣
に
変
更
し
た
そ
の
｢懐
疑
と
推
測
は
頗
る
道
理
が
あ
る
が
､
文
献
と
版
本
の
論

拠
に
欠
け
､
証
拠
が
不
足
し
て
お
り
､
し
か
も
推
算
の
結
果
も
､
わ
ず
か
な
誤
り
を
も
つ
｣
と
述
べ
る
｡
そ
し
て

『章
氏
聯
珠
集
』
の
な

ヽ

か
の
､
弟
の
章
牟
伝
に

｢長
慶
三
年

(八
二
三
)｣
没
と
あ
る
記
述
に
従

っ
て
､
章
牟
の
没
年
の
通
説

(長
慶
二
年
)
を

1
年
下
げ
､
か
-
し

て
兄
常
と
弟
牟
の
兄
弟
間
に
は

一
歳
の
差
が
生
じ
て
妥
当
で
あ
る
と
す
る
｡
つ
ま
り
､
章
常
は

｢七
四
九
-
八
二
五
｣､
弟
の
章
牢
は

｢七

五
〇
-
八
二
三
｣
､
こ
れ
が
李
浩
の
新
説
で
あ
る
｡
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こ
の
李
説
は
､
①
要
晋
華
の
説
に
は
､
じ
つ
は
張
砧
の

｢勧
飲
酒
｣
詩
の
論
拠
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と
､
②
弟
の
牟
の

没
年
の
異
同
-
長
慶
二
年
と
長
慶
三
年
の

｢
二
｣
と

｢
三
｣
は
'
確
か
に
流
伝
の
さ
い
誤
り
を
生
じ
や
す
い
が
､
韓
愈
の

｢貴
公

(辛
)
塞

わ
か

誌
銘
｣
の

｢長
慶
二
年
｣､
お
よ
び
同
墓
誌
中
の

｢愈
は
公

(棄
牟
)
よ
り
少
き
こ
と
十
九
歳
｣
に
よ
れ
ば
､
天
宝
八
載

(七
四
九
)
生
､
長

慶
二
年
没
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
､
の
二
点
で
説
得
力
を
欠
-
0

他
方
､
陶
敏

･
要
晋
華
の

｢七
十
九
歳
｣
享
年
説
も
､
や
は
り
疑
問
で
あ
る
｡
と
い
う
の
は
､
筆
者
や
李
浩
の

｢七
十
七
歳
｣
没
説
で

ヽ
ヽ
ヽ

あ
っ
て
も
､
充
分

｢却
て
人
間
に
在
る
こ
と
八
十
年
｣
(張
砧
の
詩
)
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
成
数
は
､
他
の
論
拠
が
全
-
な

い
場
合
は
と
も
か
く

い
ち
お
う
信
頼
で
き
る
資
料
が
存
在
す
る
と
き
に
は
､
傍
証
の
価
値
し
か
も
た
な
い
｡
し
た
が
っ
て
同
母
兄
弟
の

｢兄
と
弟
が
同
じ
年
に
生
ま
れ
た
｣

と
す
る
私
見
は
､
拙
稿
の
備
考

畑に
そ
の
理
由
を
指
摘
し
た
ご
と
-
､
な
お
ゆ
る
ぎ
な
い
と
判
断
さ

れ
る
｡

ち
な
み
に
､
陶
敏
は

｢常

･
牟
為
同
母
兄
弟
､
群

･
犀

･
軍
為
継
室
衰
氏
所
生
｣
と
述
べ
る

(補
正
巻
､
二
〇
三
貢
)
が
､
衰
氏
は
夫
人

の
名
で
あ
り
､
継
室
の
そ
れ
は

｢贈
臨
汝
太
君
｣
と
し
か
わ
か
ら
な
い
.
拙
稿
の
貿
群
の
条
の

〔参
考
〕
参
照
.

○責
群

(字
丹
列
)
-
新
疑
年
録

㈲

〔参

考
〕

6

棄
群
の
生
年
を
､
『中
国
文
学
家
大
辞
典

(唐
五
代
巻
)』
(晋
晋
華
執
筆
)
や
李
燕
捷

『唐
人
年
寿
研
究
叫
は

｢七
六
五
｣
と
す
る
が
､

筆
者
や
李
浩

(前
掲
論
文
)
の
ご
と
-

｢七
六
〇
｣
年
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
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○賓
掌

(字
友
封
)
-
新
疑
年
録

㈲

〔補

遺
〕

『中
国
文
学
家
大
辞
典

(唐
五
代
巻
)』
(曹
晋
華
執
筆
)
の

｢七
七

一
-
八
三
〇
｣
は
､
李
浩
の

｢中
庸
″

五
葉
″
生
卒
年
重
考
｣
に
指

摘
さ
れ
る
ご
と
-
､
生
年

･
没
年
と
も
に
明
ら
か
な
誤
り
で
あ
る

(七
六
九
?
-
八
三
一
が
妥
当
)｡
こ
れ
で
は
大
和
五
年

(八
三
一
)
に
没

し
た
元
稜
よ
り
先
に
死
ん
だ
こ
と
に
な
り
､
本
文
中
の
｢
(大
和
)
五
年
穣
卒
､
葦
北
帰
､
至
長
安
卒
､
年
六
十
｣
の
記
述
と
も
矛
盾
す
る
｡

李
浩
の
推
測
す
る
ご
と
-
､
単
な
る
誤
植
か
も
知
れ
な
い
が
､
計
算
上
､
享
年

｢
六
十
｣
の
点
で
は
問
題
が
な
-

(た
だ
し
､
享
年
は
正
し

-
は
六
十
三
歳
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
)､
執
筆
者
自
身
の
不
注
意
に
よ
る
可
能
性
も
高
い
｡

ち
な
み
に
､
李
浩
の
前
掲
論
文
は
､
『唐
才
子
伝
校
等
』
第
二
冊

(儲
仲
君
執
筆
)
が
､
宴
兄
弟
に
と
っ
て
､
最
も
基
本
的
な
資
料
と
見

な
し
う
る

『棄
民
聯
珠
集
』
(四
部
叢
刊
三
編
所
収
の
南
宋
版
等
)
を
調
査
し
な
か
っ
た
″

盲
点
″
を
つ
い
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
い

い
か
え
れ
ば
､
五
人
兄
弟
の
生
没
年
に
つ
い
て
､
こ
の
集
中
に
収
め
る
唐
の
袴
蔵
言
の
著
し
た
伝
記
に
拠

っ
て
再
考
し
､
｢以
期
糾
正
学
術

界
長
期
沿
薬
的

1
些
旧
説
｣
も
の
で
あ
り
､
そ
の
意
欲
は
充
分
高
-
評
価
で
き
よ
う
｡
と
い
う
の
は
､
た
と
え
ば
李
燕
捷

『唐
人
年
寿
研

究
』
の

｢第
二
章

唐
人
寿
命
総
表
｣
な
ど
も
､
全
-
こ
の
資
料
を
使
用
せ
ず
､
牢
を
除
-
四
人
の
生
没
年
は
誤
る
か
､
考
察
が
き
わ
め

て
不
充
分
だ
か
ら
で
あ
る
｡
た
だ
李
浩
の
論
文
は
資
料
調
査
が
必
ず
し
も
充
分
で
は
な
-
､
『棄
民
聯
珠
集
』
に
の
み
頼
ろ
う
と
す
る
欠
点

7

を
も
つ
｡
詳
し
-
は
拙
稿
参
照
｡



150

注

川
中
華
書
局
､

一
九
九
二
年
｡

脚
中
華
書
局
'

一
九
九
五
年
｡

仰
宋
萄
刻
本

『張
承
吉
文
集
』
巻
四
㌧
『全
唐
詩
』
巻
五

1
1
｡
『全
唐
詩
』
は
転
句
の
薬
を
楽
に
誤
ま
る
o
ち
な
み
に
'
陶
敏
は
転
句
の
｢斉
推

薬
｣
に
つ
い
て
､
こ
う
い
う
､
｢斉
推
､
斉
抗
弟
'
『全
唐
文
』
巻
七

1
六
収
其

毒
血飛
散
伝
信
録
』
1
文
､
元
和
七
年
作
､
具
載
其
与
雀
玄
亮
尋

獲
霊
飛
散
方
及
薬
力
応
験

｢可
立
変
窄
髪
｣
事
'
即
所
謂

｢斉
推
薬
｣
也
｣
と
0

㈱
『文
献
』
(書
目
文
献
出
版
社
)

一
九
九
六
年
第
二
期
所
収
｡

㈲
江
蘇
人
民
出
版
社
､

一
九
九
〇
年
｡

㈲

文
津
出
版
社
'

一
九
九
四
年
｡

m

｢唐
代
作
家
新
疑
年
録
㈲
｣
(弘
前
大
学
人
文
学
部

『文
経
論
叢
』
第
二
十
八
巻
三
号
'

1
九
九
三
年
)0

○
包

信

(字
幼
正
)
-
新
疑
年
録
S

〔生
年
の
論
拠
考
補
足
〕

『唐
才
子
伝
校
等
』
第
五
冊

(補
正
)'
包
倍
の
条

(陶
敏
執
筆
)
に
は
､
ほ
ぼ
開
元
十
四
年

(七
二
六
)
に
生
ま
れ
た
と
す
る
新
説
が
見
え

る

(大
意
)0

①

｢包
府
君

〔陳
〕
墓
誌
銘
｣

に
よ
れ
ば
､
包
倍
は
天
宝
六
載

(七
四
七
)､
弱
冠

(約
二
十
歳
)
で
進
士
科
に
及
第
し
た
O
②
包
信
の

｢戯
題
諸
判
官
庁
壁
｣

詩

(『全
唐
詩
』
巻
二
〇
五
)
に
は
'
｢
六
十
老
翁
無
所
取
､
二
三
君
子
不
相
通
｣
と
い
う
｡
『唐
才
子
伝
校
等
』
巻
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三
､
包
倍
の
条

(博
薙
環
執
筆
)
に
よ
れ
ば
､
貞
元
元
年

(七
八
五
)､
塩
鉄
侯
か
ら
入
朝
し
て
刑
部
侍
郎
と
な
り
､
そ
れ
以
後
､
没
年

ま
で
､
包
倍
の
属
官
に
判
官
は
い
な
い
｡
従

っ
て
詩
の
作
年
は
塩
鉄
使
在
任
中
で
あ
り
､
貞
元
元
年
三
月
よ
り
早
い
は
ず
で
あ
る
｡
仮

り
に
進
士
科
及
第
時
の
年
齢
を
二
十

(弱
冠
)
と
し
て
計
算
す
れ
ば
､
玄
宗
の
開
元
十
六
年

(七
二
八
)
に
生
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
が
､

貞
元
元
年
当
時
､
わ
ず
か
に
五
十
八
歳
で
あ
る
｡
ま
し
て
や
包
倍
は
､
六
年
間
も
塩
鉄
侯
に
在
任
し
､
詩
も
連
中
年
間

(七
八
〇
-
≡
)

に
作
ら
れ
た
よ
う
で
あ
り
､
(穏
当
で
は
な
い
)｡
そ
こ
で
及
第
時
の
年
齢
を
ほ
ぼ
二
十
二
歳
に
定
め
る
と
､
比
較
的
合
理
的
に
な
る
｡
包

倍
は
き
っ
と
開
元
十
四
年

(七
二
六
)
に
生
ま
れ
､
貞
元
元
年
当
時
､
六
十
歳
と
な
り
､
貞
元
八
年

(七
九
二
)
に
没
し
た
｡
享
年
は
ほ

ぼ
六
十
七
歳
で
あ
る
｡

包
倍
の
塩
鉄
使

(江
准

〔塩
鉄
〕
水
陸
運
使
､
汗
東
水
陸
運

〔両
税
塩
鉄
〕
使
な
ど
)
在
任
期
間
を
､
そ
の

｢権
領
｣

期
間
を
も
含
め
て
六
年

間
と
す
る
が
､
正
式
に
就
任
し
た
連
中
二
年

(七
八
一
)
十
二
月
以
降
か
ら
貞
元
元
年
三
月
ま
で
の
､
あ
し
か
け
五
年
間
と
考
え
て
お
け
ば

1

よ
い
だ
ろ
うV
.
つ
ま
り
包
倍
詩
の
作
成
可
能
期
間
は
､
七
八

1
-
七
八
五
年
の
間
と
な
る
｡

と
こ
ろ
で
聞

一
多

｢唐
詩
大
系
｣

の
七
二
三
年

(開
元
十
一
年
)
生
年
説
も
､
じ
つ
は
前
掲
の
包
倍
詩
に
も
と
づ
い
て
い
た
の
で
あ
る

(ち

2

ち
ろ
ん
①
の
墓
誌
は
知
ら
な
か
っ
た
)｡
こ
の
こ
と
は
､
聞

1
多
｢全
唐
詩
人
小
伝
い

包
倍
の
条
に
､
｢戯
題
諸
判
官
庁
壁
｣

詩
を
引
き
､
さ
ら

に

『旧
唐
書
』
や

『唐
会
要
』
中
の
塩
鉄
使
就
任
関
係
の
記
事
を
収
め
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
｡
つ
ま
り
聞

一
多
は
､
当

該
詩
を
連
中
三
年

(七
八
二
)､
六
十
歳
の
作
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
場
合
､
進
士
科
及
第
時
の
年
齢
は
二
十
五
歳
と
な
る
が
､
こ

3

れ
も
広
義
の

｢弱
冠
｣

に
含
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
｡
と
い
う
の
は
､
弱
冠
で
及
第
し
た
と
さ
れ
る
張
九
齢
の
場
合
は
二
十
五
歳
､
顔

4

真
卿
の
場
合
は
二
十
六
歳
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

要
す
る
に
､
現
段
階
で
は
､
生
年
の
論
拠
と
な
る

｢弱
冠
｣

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
不
明
瞭
で
あ
る
こ
と
､
そ
し
て
作
成
年
代
が
あ
し
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か
け
五
年
間
の
幅
を
も
ち
'
し
か
も
六
十
歳
前
後
で
あ
れ
ば
よ
い
成
数
表
現

｢六
十
｣
で
あ
っ
て
み
れ
ば
'
と
う
て
い
生
年
を
確
定
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
｡
た
だ
前
掲
の
二
つ
の
論
拠
①
②
を
総
合
し
て
考
え
れ
ば
､
進
士
科
及
第
時
の
年
齢
二
十
歳
は
生
年
可
能
範
囲
の
下
限

(貞
元
元
年
当
時
､
五
十
八
歳
)
と
ほ
ぼ
見
な
さ
れ
'
包
倍
は
こ
の
七
二
八
年
以
前
の
数
年
間
に
生
ま
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
｡
陶
敏
説

(七

二
六
?
)
と
聞

一
多
説

(七
二
三
)
は
'
い
ず
れ
も
そ
の
範
囲
内
に
あ
る
｡
た
だ
聞
説
の
ご
と
-
断
定
す
る
論
拠
は
'
現
在
の
と
こ
ろ
な

い
｡
こ
の
間
説
が
ほ
ぼ
生
年
の
上
限
に
な
り
そ
う
で
あ
る
｡

(4)(3)(2日1)

注

蒋
寅

｢詩
人
包
倍
行
年
考
略
｣
や
'
何
汝
泉

『唐
代
転
運
使
初
探
』
(西
南
師
範
大
学
出
版
社
'
一
九
八
七
年
)
参
照
｡

湖
北
人
民
出
版
社
刊

『聞
一
多
全
集
』
8
所
収
｡

本
稿
の
張
九
齢
の
条
参
照
｡

『登
科
記
考
』
巻
八
'
開
元
二
十
二
年
の
条
参
照
｡

一
九
九
三
年
｡

○
孟

郊

(字
東
野
)
I
新
疑
年
録

榊

〔備

考
〕

脚

韓
愈
の

｢貞
曜
先
生
墓
誌
銘
｣
に
記
さ
れ
る
孟
郊
の
死
亡
日

｢
八
月
己
亥

(二
十
五
日
)｣
に
は
'
少
々
や
っ
か
い
な
テ
キ
ス
ト
上
の
問

題
が
あ
る
｡
『全
唐
文
』
巻
五
六
四
や
東
雅
堂
本

『韓
昌
翠
集
』
巻
二
九
な
ど
に
も
'
確
か
に

｢
八
月
己
亥
｣

に
作
る
が
'
南
宋
の
淳
照
元
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1

2

年
刊

『昌
繋
先
生
集
』ー
巻
二
九
や
､
黄
杢
烈
旧
蔵
の
宋
版

『孟
東
野
詩
集
叫
の
巻
末
の
付
録
､
南
宋
の
貌
仲
挙
編

『五
百
家
注
昌
賓
文
集
』

春
二
九

(文
淵
閣
四
庫
全
書
本
)
な
ど
に
は
､
い
ず
れ
も

｢己
亥
｣
を

｢
乙
亥
｣
に
作
る
｡
平
岡
武
夫

『唐
代
の
暦
』
や
方
詩
銘
･
方
小
芽

3

4

編
著

『中
国
史
暦
日
和
中
西
暦
日
対
照
表
叫
に
よ
れ
ば
､
乙
亥
は
八
月

l
R
で
あ
る
｡

こ
の
文
字
の
異
同
に
関
し
て
は
､
す
で
に
南
宋
の
朱
薫

『昌
肇
先
生
集
考
異
』
巻
八
に
､

亥
也
｣
と
い
う

(四
部
叢
刊

『朱
文
公
校
昌
肇
先
生
集
』
巻
二
十
九
の
注
も
同
じ
)｡
こ
れ
は
､

ママ
巳
亥
｣
に
対
し
て
､
｢杭

(北
宋
の
大
中
祥
符
年
間
刻
杭
本
)
･
萄

(北
宋
の
嘉
祐
年
間
刻
萄
本
)

5

あ
る
が
､
疑
問
で
あ
る
｡
こ
の
点
に
関
し
て
､
小
川
環
樹
編

『唐
代
の
詩
人
-
そ
の
伝
記
Bi

｢己
､
或
作
乙
｡
方
云
､
考
唐
暦
､
是
月
無
乙

すう
け
い

南
宋
の
方
掻
卿

『韓
集
挙
正
』
巻
九
､
｢
八
月

同
､
考
唐
暦
､
為
是
｣
を
踏
ま
え
た
も
の
で

に
収
め
る
孟
郊
伝

(松
村
昂
執
筆
)
の
注
二
に

は
､

さ
く
じ
8
ん

つ
い
た
ち

『
二
十
史
朔

閏

表
』
に
よ
る
と
､
こ
の
日
の

朔

が

｢乙
亥
｣
で
あ
る
か
ら
､
万
民
の
い
う
意
味
は
､
も
し
本
文
が

｢
八
月
乙
亥
｣
で

あ
れ
ば
､
｢朔
｣
の
字
を
あ
わ
せ
記
す
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

と
説
明
す
る
｡
し
か
し
編
年
体
の
史
書
な
ど
の
記
述
方
式
と
は
異
な
り
､
朔
の
と
き
に
は
全
て

｢朔
｣
字
を
つ
け
る
と
は
限
る
ま
い
｡
童

6

第
徳

『韓
愈
文
選
り
に
､

是
年
八
月
朔

(初

一
°
)
為
丙
子
､
己
亥
是
二
十
四
日
｡

7

と
い
う
｡
こ
れ
は
清
の
方
成
珪

｢昌
賓
先
生
詩
文
年
並現

の
説
を
踏
襲
し
た
誤
解
で
あ
る

(丙
子
は
正
し
-
は
八
月
二
日
で
あ
る
)｡
前
掲
の

注

｢考
唐
暦
､
是
月
無
乙
亥
｣
に
よ
っ
て
､
乙
亥
を
七
月
の
末
日
と
考
え
た
結
果
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
｢乙
｣
と

｢己
｣
は
字
形
が
類
似
し

00

9

て
お
り
､
し
ば
し
ば
混
同
す
る
｡
い
ま
そ
の
当
否
を
最
終
的
に
判
断
し
う
る
資
料
を
欠
右
の
で
､
問
題
を
提
起
す
る
に
と
ど
め
た
lJT
｡
い

ず
れ
に
せ
よ
孟
郊
は
､
八
月
没

(
一
日
も
し
-
は
二
十
五
日
)
で
あ
る
｡
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注

川
国
立
故
宮
博
物
院
印
行

『景
印
宋
本

昌
肇
先
生
集
』
に
よ
る
｡

似
大
安
'

1
九
六
七
年
影
印
o

㈱
上
海
辞
書
出
版
社
'

一
九
八
七
年
｡

00
元
和
九
年
の
八
月
は
閏
月
を
も
つ
が
､
そ
の
閏
八
月
に
は
乙
亥

･
己
亥
は
な
い
O

脚
大
修
館
書
店
'

一
九
七
五
年
｡

㈲
人
民
文
学
出
版
社
'

一
九
八
〇
年
｡

S
同

弓韓
集
義
正
』
所
収
.
ま
た
除
敏
霞
校
輯

『韓
愈
年
譜
』
(中
華
書
局
'

1
九
九

1
年
)
に
収
録
さ
れ
る
.

㈱
南
宋
中
期
刊

『孟
東
野
文
集
』
(残
巻
'
宋
萄
刻
本
唐
人
集
叢
刊
)
に
は
'
目
録
に

｢韓
愈
撰
孟
郊
貞
曜
先
生
墓
誌
L

を
巻
末
に
収
め
る
こ
と

を
記
す
が
'
当
該
巻
は
す
で
に
欠
け
て
な
い
｡

㈱
ち
な
み
に
'
華
枕
之
の
新
編

｢孟
郊
年
譜
L

(

華
枕
之
･
喰
学
才

『孟
郊
詩
集
校
注
』
〔人
民
文
学
出
版
社
'

一
九
九
五
年
〕
)
も
'
単
に

｢己

亥
｣
没
と
し
て
問
題
視
し
な
い
｡

○
楊
巨
源

(字
景
山
)
-
新
疑
年
録
㈲

〔没
年
考
の
補
充
〕

『唐
才
子
伝
校
等
』
第
五
冊

(補
正
)'
楊
巨
源
の
条

(陶
敏
執
筆
)
は
､
最
晩
年
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
指
摘
を
す
る

(大
意
)0

李
蓬
吉
の

｢酬
致
政
楊
祭
酒
見
寄
｣
詩

(『全
唐
詩
』
巻
四
七
三
)
に

は

､

初
還
相
印
罷
戎
栴

獲
守
皇
居
在
紫
煙
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妄
比
鄭
侯
功
蔑
爾

毎
懐
疏
倖
意
悠
然

応
将
半
俸
露
闇
里

科
人
中
条
訪
洞
天

十
載
別
離
那
可
道

倍
令
驚
喜
見
来
篇

か
え

じ
ゅ
う
せ
ん

と
あ
る
｡
『旧
唐
書
』
巻

〓
ハ
七
､
李
達
吉
伝
に
よ
れ
ば
､
李
蓬
吉
が
本
詩
を
作

っ
た
の
は
､
き
っ
と

｢相
印
を
還

し
､
戎

族

〔軍
旗
〕

り
ゆ
う
し
ゅ

さ

んこ
う

を
罷
め
｣
た
後
で
､
｢皇
居
を
守
る
｣

東
都
留
守
在
任
中
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
で
自
ら
を
関
中
を

留

守

し
た
功
績
で
鄭

侯

に
封
ぜ
ら
れ
た
前

べ
つ
じ

漠
の
斎
何
に
比
し
､
｢功
蔑
爾
た
る

〔小
さ
-
て
見
劣
り
す
る
意
〕｣
を
恥
じ
た
の
だ
｡
楊
祭
酒
と
は
楊
巨
源
の
こ
と
で
あ
る
｡
第
六
句
の

ふ
る
さ
と

｢中
条
｣
は
､
河
中
府
河
東
県
の
南
十
五
里
に
あ
る
山
の
名

(『元
和
郡
県
図
志
』
巻
十
二
)｡
詩
中
の

｢楊
祭
酒
｣
の
闇

里

は
河
中
に
あ

る
が
､
こ
れ
は
楊
巨
源
の
事
跡
と
合
致
す
る
｡
楊
巨
源
は
長
慶
四
年

(八
二
四
)､
長
安
を
離
れ
て
河
中
に
帰

っ
た
｡
当
時
､
李
達
吉
は

長
安
で
宰
相
職
に
あ
っ
た
｡
二
人
が
別
れ
て
大
和
七
年

(八
三
三
)
ま
で
､
ま
さ
し
-

｢十
載
の
別
離
｣

で
あ
る
｡
楊
巨
源
と
李
達
吉
は

友
人
同
士
で
あ
り
､
二
人
の
間
の
唱
和
詩
に
は
楊
巨
源
の

｢答
振
武
李
達
吉
判
官
｣
｢元
日
呈
李
蓬
吉
舎
人
｣

詩

(『全
唐
詩
』
巻
三
三
三
)

が
あ
る
｡
長
慶
年
間
､
楊
巨
源
は
国
子
司
業
と
な
り
､
大
和
四
年
､
ま
だ
河
中
少
声
に
在
任
し
て
い
た
｡
と
す
れ
ば
､
そ
の

一
～
二
年

後
､
国
子
祭
酒
を
も

っ
て
致
仕
し
た
の
は
､
理
に
か
な
っ
て
自
然
で
あ
る
｡
大
和
七
年

(八
三
三
)､
楊
巨
源
は
七
十
九
歳
で
あ
り
､
ま

お

.㌔

だ
李
達
吉
に
詩
を
寄

っ
て
い
る
｡
そ
の
死
は
き
っ
と
こ
の
年
か
､

1
-
二
年
後
の
こ
と
で
あ
る
は
ず
だ
｡

こ
の
陶
敏
説
は
､
か
な
り
説
得
力
を
も
つ
｡
呉
汝
燈
･胡
可
先

『全
唐
詩
人
名
考
』
(江
蘇
教
育
出
版
社
､

一
九
九
〇
年
)
は
､
李
達
吉
詩

の

｢楊
祭
酒
｣
を
国
子
祭
酒
と
な
り
､
の
ち

｢転
大
理
卿
､
検
校
工
部
尚
書
､
兼
祭
酒
､
卒
｣
(『新
唐
書
』
巻

一
六
〇
)
の
楊
敬
之
に
比
定

ヽ
ヽ

l

す
る
｡
し
か
し
李
達
吉
詩
は

『文
苑
英
華
』
巻
二
四
五
に

｢奉
酬
致
仕
楊
祭
酒
見
寄
｣
と
も
題
す
る
よ
う
に
､
国
子
祭
酒
は
致
仕
官
で
あ

かく

っ
て
､
実
授
の
職
事
官
で
は
な
い
｡
し
か
も
楊
敬
之
は
我
州
弘
農

(河
南
省
霊
宝
市
付
近
)
の
人
で
あ
り
､
河
中
と
は
無
関
係
で
あ
る
｡
こ
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の
意
味
で
陶
敏
説
の
ほ
う
が
妥
当
で
あ
る
｡

た
だ
陶
敏
説
の
結
論
に
は
､
や
や
不
安
が
残
る
｡
李
達
吉
詩
が
､
そ
の
東
都
留
守
在
任
中
(大
和
五
年
八
月
～
大
和
八
年
三
月
)
の
作
で
あ

る
こ
と
は
動
か
し
が
た
い
｡
こ
の
点
は
､
前
掲
の

『全
唐
詩
人
名
考
』
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
｡
し
か
し
詩
中
の

｢十
載
｣
が
文
字
ど
お
り

十
年
の
別
れ
を
意
味
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
､
き
わ
め
て
疑
問
で
あ
る
.
楊
巨
源
は
お
そ
ら
-
､
友
人
の
李
達
吉
が
汗
州
刺
史

･
宣
武
軍

節
度
使
か
ら
自
分
の
住
む
河
中
府

(山
西
省
永
済
県
)
に
よ
り
近
い
東
都

(洛
陽
)
留
守
に
転
任
し
た
こ
と
を
知
っ
て
､
久
潤
を
叙
す
る
詩

を
寄
せ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
こ
と
を
裏
づ
け
る
の
が
､
第

一
句
の

｢初
｣
の
字
で
あ
る
｡
こ
の
初
は

｢折
し
も

(今
し
も
)
-
-
し
は
じ

め
た
ば
か
り
｣
の
意
で
あ
り
､
｢戎
筋
を
罷
め
て
｣
(宣
武
軍
節
度
使
を
や
め
て
)
は
ど
な
い
時
の
作
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
｡
李
達
吉
が

東
都
留
守
に
就
任
し
た
大
和
五
年
は
､
長
慶
四
年
に
別
れ
て
か
ら
'
す
で
に
七
年
も
す
ぎ
て
お
り
､
充
分

｢十
載
の
別
離
｣
と
表
現
で
き

よ
う
｡
従

っ
て
楊
巨
源
の
生
存
を
確
認
で
き
る
の
は
､
厳
密
に
い
え
ば
拙
稿
の
指
摘
よ
り

一
年
遅
い
大
和
五
年
の
後
半
ま
で
に
な
る
｡
楊

巨
源
は
当
時
す
で
に
七
十
七
歳
で
あ
り
､
し
か
も
晩
年
病
弱
だ
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
考
え
る
と
､
大
和
五
年
の
終
わ
り
か
翌
六
年
に
没
し

た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

と
こ
ろ
で

『郡
斎
読
書
志
校
証
』
巻
十
七
､
楊
巨
源
詩

一
巻
の
条
に
､
｢大
和
時
､
以
官
寿
卒
｣
と
い
う
｡
こ
の

｢寿
を
以
て
終
り
て
､

官
に
卒
す
る
な
り
｣
(顔
師
古
注
)
の
記
述
と
の
矛
盾
を
で
き
る
か
ぎ
り
縮
小
し
よ
う
と
す
れ
ば
､
大
和
四
年
の
歳
末
か
ら
同
五
年
の
初
め

ご
ろ
､
河
中
少
声
だ
っ
た
楊
巨
源
は
､
国
子
祭
酒
を
も
っ
て
致
仕
し
､
ほ
ど
な
-
没
し
た
の
で
あ
ろ
う
.
い
い
か
え
れ
ば
､
大
和
五
年
八

月
以
降
に
李
達
吉
に
寄
せ
た
逸
詩
こ
そ
､
ほ
ぼ
絶
筆
に
近
い
幻
の
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

要
す
る
に
､
楊
巨
源
が
大
和
五
年
の
後
半
ま
で
は
生
存
し
､
そ
の
致
仕
官
が
国
子
祭
酒
で
あ
っ
た
こ
と
を
解
明
し
た
の
は
､
陶
敏
の
す

ぐ
れ
た
功
績
で
あ
る
が
､
楊
巨
源
の
死
を

｢大
和
七
年
か
､
そ
の
一
～
二
年
後
｣
と
す
る
指
摘
は
'
そ
の
ま
ま
で
は
首
肯
L
が
た
い
｡
筆

者
は
む
し
ろ
そ
れ
よ
り
早
い
大
和
五
年
の
末
か
､
同
六
年
中
に
没
し
た
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
や
は
り
現
時
点
で
は
､
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よ
り
慎
重
に
､
楊
巨
源
は
大
和
五
年
の
末
以
降
､
大
和
九
年

(大
和
年
間
最
後
の
年
､
八
三
五
)
以
前
に
没
し
た
､
と
考
え
て
お
き
た
い
｡

注

仙

致
仕
官
に
つ
い
て
は
'
李
期

｢唐
代
致
仕
制
度
初
探
｣
(『中
国
史
研
究
』
一
九
九

一
年
第

一
期
所
収
)
参
照
｡

○李
華

(字
道
叔
)
-
新
疑
年
録

仙

〔没
年
の
論
拠
の
補
充
〕

1

㈲｢揚
州
功
曹
斎
幕
士
文
集
序
い

(
『全
唐
文
』
巷
三
1
五
)
に
は
､
粛
穎
士
の
子
の
存
が

｢蘇
州
常
熟
県
主
簿
｣

で
あ
っ
た
こ
と
を
記
す
｡

り
せ
いいん

『新
唐
書
』
巻
二
〇
二
､
文
芸
伝
中

(粛
穎
士
の
付
伝
)
に
よ
れ
ば
､
大
暦
三
年
二
月
'
折
西
団
練
観
察
使
･蘇
州
刺
史
に
な
っ
た
李
栖
筒

2

の
推
薦
に
よ
っ
て
､
斎
存
は
常
熟
主
薄
に
な
っ
ね
O
つ
ま
り
李
華
の
こ
の
作
品
は
､
大
暦
三
年
二
月
以
後
の
作
と
な
る
｡

3

S
雀
元
翰
の

｢右
補
開
･
翰
林
学
士
梁
君
墓
誌
い

(
『全
唐
文
』
巷
五
二
三
)
に
よ
れ
ば
､
梁
粛
は

｢年
十
八
｣

の
と
き
､
李
華
と
独
孤
及

■ハ】

か
ら
文
才
を
称
賛
さ
れ
て
有
名
に
な
っ
た
と
い
う
｡
梁
粛
は
｢七
五
三
生
I
七
九
三
没
い

で
あ
る
の
で
､
そ
の
十
八
歳
と
は
大
暦
五
年
(七

七
〇
)
の
こ
と
で
あ
る
｡

5

こ
の
指
摘
は
､
謝
力

｢李
華
生
平
考
略
い

の
な
か
に
見
え
､
い
ず
れ
も
参
考
に
な
る
｡
た
だ
S
に
関
し
て
は
大
暦
五
年
と
す
べ
き
と
こ

ろ
を
六
年
に
誤
っ
て
い
る
｡
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6

ち
な
み
に
､
｢
ほ
ぼ
大
暦
九
年
の
没
｣
説
に
関
し
て
､
若
干
補
足
し
て
お
き
た
い
.
楊
承
祖

｢李
華
繋
年
考
証
い

は
､
梁
粛
の

｢為
常
州

独
孤
使
君

〔及
〕
祭
李
員
外

〔華
〕
文
｣
に
､
｢呉
越
造
遡
､
江
山
阻
越
､
不
及
帰
贈
､
竹
重
執
紡
｣
と
あ
る
句
に
着
目
し
て
い
う

(大
意
)､

7

独
孤
及
は
大
暦
九
年
三
月
十
七
日
､
(李
華
の
没
し
た
)常
州
に
刺
史
と
し
て
着
任
し
た
｡
李
華
の
死
は
､
必
ず
こ
れ
よ
り
早
い
｡
そ
う

き
ぼ
う
し
つふ
つ

お-

で
な
け
れ
ば
､
き
っ
と

｢帰
贈
･執
緋

(喪
儀
を
助
け
る
た
め
の
財
物

〔乗
馬
東
南
の
類
〕
を
帰
り
､
梅
を
引
-
つ
な
を
手
に
執
る
)｣
で
き
た

は
ず
で
あ
る
｡
と
す
れ
ば
､
李
華
の
死
は
大
暦
九
年
の
春
初
か
､
あ
る
い
は
さ
ら
に
早
-
て
八
年
に
な
る
蓋
然
性
が
高
い
｡

傾
聴
す
べ
き
説
で
あ
る
｡
こ
の
意
味
で
前
掲
の
謝
力
論
文
が
大
暦
九
年
の

｢
四
五
月
間
｣
の
死
と
す
る
の
は
穏
当
で
は
な
い
｡

〔補

遺
〕

8

小
野
四
平

｢唐
代
古
文
の
源
流
-
開
元
･
天
宝
期
を
中
心
に
I
j
に
は
､
李
華
の
文
章
に
は
大
暦
二
年
か
ら
あ
と
の
年
次
を
記
し
た
も
の

が

な
い

､
と
し
て
い
う
､

李
幌
の
伝
記
を
つ
-
つ
た
あ
と
､
ま
も
な
い
こ
ろ
に
李
華
は
死
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
｡
な
お
断
定
は
で
き
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
､

小
論
で
は
大
暦
二
年
の
終
り
ご
ろ
に
李
華
は
死
去
し
た
も
の
と
考
え
て
お
-
こ
と
に
し
た
い
と
考
え
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
｡

と
.
こ
れ
が
明
ら
か
な
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
､
｢唐
代
作
家
新
疑
年
録
｣

仰の
拙
稿
参
照
.
小
野
論
文
は
ま
た
い
う
､

李
華
の
生
年
に
つ
い
て
も
､
実
は
何
も
わ
か
っ
て
い
な
い
｡
か
り
に
博
学
宏
詞
に
挙
げ
ら
れ
た
天
宝
二
年

(七
四
三
)
に
三
十
歳
に
な

っ
て
い
た
と
す
れ
ば
､
開
元
二
年

(七
一
四
)
ご
ろ
が
李
華
の
生
年
だ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡

と
｡
こ
の
説
も
､
同
論
文
に

｢確
か
な
根
拠
は
な
い
｣
と
述
べ
る
ご
と
-
､
臆
測
の
域
を
出
な
い
｡
今
日
も
な
お
､
李
華
の
生
年
を
確
定

9

で
き
な
い
が
､
斎
穎
士
の
生
年
-

開
元
五
年

(七
1
七
)
に
近
い
､
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
み
.

爪W

こ
の
小
野
論
文
は
､
の
ち
に
同

盛

愈
と
柳
宗
元
-

唐
代
古
文
研
究
序
説
I
;

の
第

1
章
の
Ⅰ
･
H
の
中
に
収
め
ら
れ
､
今
後
の
影
響
も

決
し
て
小
さ
-
な
い
だ
ろ
う
｡
そ
れ
で
こ
の
機
会
に
､
同
論
文
中
に
記
さ
れ
る
文
章
家
の
､
生
没
年
の
妥
当
性
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
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き
た
い
｡
た
だ
梁
粛
に
関
し
て
の
み
は
重
要
な
論
点
を
含
む
の
で
､
本
稿
の
梁
粛
の
条
に
詳
し
-
記
し
た
｡

〔元

結
〕

(元
結
は
)
大
暦
七
年

(七
七
二
)
に
上
京
し
た
が
､
そ
の
年
に
病
ん
で
死
去
し
た
｡
五
十
歳
｡
こ
れ
か
ら
逆
算
す
る
と
､
元
結
の
生

年
は
開
元
十

一
年

(七
二
三
)
と
な
り
､
あ
の
独
孤
及
よ
り
も
二
年
先
輩
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

ヽ

こ
の
小
野
説
は
､
元
結
の
享
年
と
生
年
の
二
点
で
誤
る
｡
元
結
は
大
暦
七
年
､
五
十
四
歳
で
没
し
､
そ
の
生
年
は
逆
算
し
て
開
元
七
年

ヽ
ヽ

(七

1
九
)
と
な
る
｡
拙
稿
の

｢唐
代
詩
人
新
疑
年
録

LUや
､
本
稿
の
元
結
の
条
参
照
｡
し
た
が
っ
て
独
孤
及
よ
り
六
年
先
輩
な
の
で

あ
る
｡

〔元
徳
秀
〕

ヽ

小
野
論
文
に
は
､
天
宝
十
二
載
に
没
し
た
と
記
す
李
華
の

｢元
魯
山
墓
碍
銘
｣
を
引
い
た
あ
と
､

旧
唐
書
の
元
徳
秀
伝
に
は

｢天
宝
十
三
年
に
卒
す
｡
時
に
年
五
十
九
｣

と
あ
っ
て
､

一
年
の
ズ
レ
が
認
め
ら
れ
る
｡
い
ま
は
李
華
の

文
章
に
従
う
の
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
の
で
､
こ
れ
か
ら
逆
算
し
て
元
徳
秀
の
生
年
は
武
后
の
天
冊
万
歳

(六
九
五
)
と
な
る
｡

と
い
う
｡
し
か
し
天
宝
十
三
載
の
ほ
う
が
妥
当
な
の
で
あ
る
｡
-
わ
し
-
は
拙
稿

｢唐
代
作
家
新
疑
年
録
｣

仙参
照
｡

〔孫

迭
〕

｢孫
逝
の
生
卒
年
は
確
定
で
き
な
い
｡
し
か
し
､
あ
る
程
度
の
推
測
は
で
き
る
｣
と
し
て

『旧
唐
書
』
の
本
伝
を
引
い
た
の
ち
い
う
､

十
五
歳
の
少
年
･孫
逃
が

(薙
州
長
史
の
)
雀
日
用
を
骸
然
と
さ
せ
た
の
は
､
景
雲
元
年

(七

7
0
)
か
景
雲
二
年

(七

二

)
の
こ

ろ
と
考
え
ら
れ
る
｡
だ
と
す
れ
ば
､
孫
逝
は
武
后
の
万
歳
通
天

(六
九
八
)
か
神
功

(六
九
七
)
に
生
ま
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡

と
｡
こ
こ
も
雀
日
用
の
薙
州
長
史
在
任
期
間
等
の
考
察
に
一
部
誤
認
が
あ
り
､
従

っ
て
そ
の
結
論
も
正
確
さ
を
欠
-
｡
孫
池
の
生
年
は
万

歳
通
天
元
年

(六
九
六
)
に
ほ
ぼ
確
定
で
き
る
こ
と
は
､
拙
稿
の

｢唐
代
作
家
新
疑
年
録
｣

仙参
照
｡
生
年
を
確
定
で
き
な
い
た
め
に
､
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享
年
の
範
囲
は
大
き
-
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
｡

上
元
中
と
は
､
粛
宗
の
上
元
年
間

(七
六

〇
～
七
六

一
)
で
あ
る
｡
だ
と
す
れ
ば
､
彼
の
死
去
時
の
年
齢
は
六
十
三
歳
か
ら
六
十
六

歳
ま
で
の
間
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
｡

こ
の
小
野
説
の
享
年
は
､
｢六
十
五
､
六
歳
｣
に
縮
小
で
き
る
｡

〔斎
穎
士
〕

没
年
に
関
し
て
､
李
華
の

｢祭
斎
穎
士
文
｣
の
日
づ
け

｢乾
元
三
年
二
月
十
日
｣
に
着
目
し
て
い
う
､

こ
れ
は
､
李
華
の
思
い
違
い
で
､
実
は

｢上
元
元
年
｣
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
だ
と
す
れ
ば
粛
穎
士
が
､
上
元
元
年

(七
六
〇
)
に

四
十
四
歳
で
死
ん
だ
と
み
る
の
が
､
も
っ
と
も
自
然
だ
と
い
え
よ
う
｡

ヽ
ヽ
ヽ

と
｡
し
か
し
こ
の
説
に
は
従
い
が
た
い
｡
乾
元
三
年
は
閏
四
月
ま
で
続
き
､
そ
の
後
で
上
元
元
年
と
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
､

決
し
て
作
者
の

｢思
い
違
い
｣
で
は
な
い
｡
ま
た
そ
の
没
年
説
も
､
清
呂
棋
昌
の
説
と
同
様
に
､
正
確
さ
を
欠
-
｡
詳
し
-
は
拙
稿

｢唐

代
作
家
新
疑
年
録
｣

㈱参
照
｡

以
上
の
う
ち
､
た
と
え
ば
元
結
の
生
没
年
に
関
す
る
正
し
い
説
は
､
孫
望
の
『元
次
山
年
譜
』
(
1
九
五
七
年
刊
)な
ど
に
指
摘
さ
れ
て
久

し
い
も
の
で
あ
る
｡
論
文
が
単
行
本
化
さ
れ
る
際
に
は
､
『唐
才
子
伝
校
等
』
四
冊
等
を
見
て
､
充
分
改
訂
で
き
た
は
ず
で
あ
る
｡
近
年
の

め
ざ
ま
し
い
伝
記
考
証
の
成
果
に
ほ
と
ん
ど
無
頓
着
で
あ
る
の
は
､
当
該
書
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
執
筆
さ
れ
た
労
作
で
あ
る
だ
け
に
､

き
わ
め
て
残
念
な
こ
と
で
あ
る
｡
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注

川
『文
苑
英
華
』
巻
七
〇
一
､
『唐
文
粋
』
巻
九
三
｡

竹
浦
呂
棋
昌

｢斎
存
事
蹟
与
交
遊
考
述
｣
(『唐
代
文
化
研
討
会
論
文
集
』
文
史
哲
出
版
社
､

一
九
九

一
年
)
に
も
同
じ
-
言
及
さ
れ
る
｡

仰
『文
苑
英
華
』
巻
九
四
四
｡

仙
拙
稿

｢唐
代
作
家
新
疑
年
録
｣
㈲
参
照
｡

㈲
『唐
代
文
学
研
究
』
広
西
師
範
大
学
出
版
社
､

一
九
九
〇
年
所
収
｡

㈲

『東
海
学
報
』
三
十
三
巻
､

一
九
九
二
年
所
収
｡

S
羅
聯
添

｢独
孤
及
年
譜
｣
等
参
照
｡

㈱
『宮
城
教
育
大
学
紀
要
』
第
二
十
五
巻

(第

一
分
冊
､
人
文
科
学

･
社
会
科
学
)

一
九
九
〇
年
所
収
｡

㈱
妻
光
斗

｢李
華
･粛
穎
士
生
卒
年
新
考
｣
(『文
学
遺
産
』

1
九
九
〇
年
第
三
期
)
は
､
独
孤
及
の

｢遵
郡
李
公

〔華
〕
中
集
序
｣
を
李
華
の
生

存
時
の
作
と
見
な
す
立
場
か
ら
､
李
華
は
お
そ
ら
-
徳
宗
の
建
中
年
間
(七
八
〇
-
七
八
三
)
ま
で
生
存
し
た
と
す
る
が
､
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
｡

楊
蔑
視

｢李
華
繋
年
考
証
｣
参
照
｡

㈹
汲
古
書
院
､

一
九
九
五
年
｡

○
李
季
蘭

(名
は
冶
)
-
新
疑
年
録

糊

〔生
年
考
の
補
説
〕

1

聞

1
多

｢全
唐
詩
人
小
伝
い

李
季
蘭
の
条
に
は
､
生
年
に
関
す
る
論
拠
の

1
端
を
示
す
と
こ
ろ
が
あ
る

(要
約
)0

李
季
蘭
の

｢
恩
命
追
入
留
別
広
陵
故
人
｣
(『才
調
集
』
巻
十
)
に
､
｢仰
快
弾
冠
上
華
髪
､
多
漸
払
鏡
理
衰
容
｣
と
い
う
｡
こ
れ
は

『唐
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才
子
伝
』
巻
二
の

｢天
宝
間
､
玄
宗
聞
其
詩
才
､
詔
赴
閲
｣
を
指
す
｡
詩
中
の

｢華
髪

(白
髪
ま
じ
り
の
髪
､
白
髪
)｣
や

｢衰
容
｣
な
ど

の
言
葉
に
よ
れ
ば
､
李
季
蘭
は
天
宝
年
間

(七
四
二
-
七
五
六
)､
ほ
と
ん
ど
四
､
五
十
歳
で
あ
る
｡

聞

一
多

｢唐
詩
大
系
｣

の

｢七

〇
九
｣

生
年
説
に
よ
れ
ば
､
天
宝
年
間
は
三
十
四
～
四
十
八
歳
と
な
る
｡
こ
れ
は

｢殆
ん
ど
四
､
五
十
｣

と
い
う
推
測
と
は
矛
盾
し
な
い
が
､
生
年
を

｢
七

〇
九
｣

に
断
定
す
る
論
拠
は
､
依
然
と
し
て
未
詳
で
あ
る
｡

2

い
ず
れ
に
せ
よ
､
聞
説
は
明
ら
か
な
誤
解
で
あ
る
.
と
い
う
の
は
､
陳
文
華
校
注

『唐
女
詩
人
集
三
穫
叫
の

｢前
言
｣
に
も
指
摘
さ
れ
る

3

よ
う
に
､
李
季
蘭
は
安
史
の
乱
後
の
粛
宗

･
代
宗
朝
に
活
躍
し
た
､
傑
出
し
た
新
詩
人
た
ち
を
収
め
る
高
仲
武
撰

『中
興
間
気
集
叫
(選
詩

範
囲
は
至
徳
元
載

〔七
五
六
〕
か
ら
大
暦
十
四
年

〔七
七
九
〕
ま
で
)
の
な
か
に
､
そ
の
主
要
な
詩
を
の
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
詩
集
に

は
､
玄
宗
朝
に
活
躍
し
た
詩
人
を
全
-
含
ま
な
い
｡
前
掲
の

｢恩
命
追
入
-
｣
詩
は
､
『中
興
間
気
集
』
に
は
収
め
ら
れ
て
は
い
な
い
も
の

ヽ
ヽ

の
､
｢玄
宗
､
そ
の
詩
才
を
聞
い
て
｣

宮
中
に
召
し
ょ
せ
る
こ
と
は
､
決
し
て
あ
り
え
な
い
｡
李
季
蘭
の
入
京
は
早
-
と
も
代
宗
朝
で
あ
り
､

4

大
暦
年
間
の
末
以
降
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
｡

注

川
湖
北
人
民
出
版
社
刊

『聞

一
多
全
集
』
8
所
収
｡

一
九
九
三
年
｡

脚
上
海
古
希
出
版
社
､

一
九
八
四
年
.
陳
文
華

｢唐
代
女
詩
人
考
略
｣
(『華
東
師
範
大
学
学
報

〔哲
学
社
会
科
学
版
〕』
l
九
八
二
年
第

1
期
)

に
も
､
同
じ
指
摘
が
す
で
に
見
え
る
｡

仰
中
沢
希
男

｢中
興
間
気
集
考
｣

(

『群
馬
大
学
紀
要

〔人
文
科
学
編
〕』
第
十

1
巻
､

7
九
六
二
年
所
収
)､
同

｢唐
人
選
唐
詩
考
｣
(『群
馬
大
学

教
育
学
部
紀
要

〔人
文
･社
会
科

学
〕』
二
二
-
四
､

1
九
七
三
年
)､
王
運
照

｢高
仲
武

『中
興
間
気
集
』
述
評
｣
(『学
術
研
究
』
1
九
九
〇
年

第
四
期
)､
王
運
照
･楊
明

『防
唐
五
代
文
学
批
評
史
』
(上
海
古
希
出
版
社
､

一
九
九
四
年
)､
梁
徳
林

∃
中
興
間
気
集
』
的
選
録
標
準
与
中
庸
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前
期
的
詩
歌
風
尚
｣
(『唐
代
文
学
研
究
年
鑑
』

一
九
八
八
年
版
の
一
年
論
文
摘
要
に
よ
る
)
な
ど
参
照
｡

仙
余
嘉
錫

『四
庫
提
要
弁
証
』
巻
二
四
､
辞
涛
李
冶
詩
集
二
巻
の
条
に
は
､
｢大
暦
暮
年
｣
の
こ
と
と
推
測
し
､
前
掲
の
陳
文
華
の

｢前
言
｣
に

は
大
暦
年
間
の
末
よ
り
早
い
は
ず
は
な
い
と
し
て
い
う
､
｢朱
批
之
乱
在
連
中
四
年
(七
八
三
)､
而
季
蘭
尚
留
京
師
､
於
此
亦
可
推
知
其
入
官
時

間
不
会
比
這
早
多
少
｣
と

(陳
文
筆
の
注

仏所
掲
論
文
も
同
じ
)O
蒋
寅

『大
暦
詩
人
研
究
』
上
編

(三
二
三
頁
)
は
､
ほ
ぼ
建
中
の
末
年
の
こ

と
と
す
る
｡

○李
頻

(字
徳
新
)
I
新
疑
年
録
S

〔備

考

〕仰

『唐
才
子
伝
校
等
』
第
五
冊

(補
正
)､
李
頻
の
条

(陳
尚
君
執
筆
)
に
は
､
ほ
ぼ
元
和
十
年

(八

一
五
)
の
生
ま
れ
､
と
す
る
新
説
が
見

え
る
｡
そ
の
大
意
は
､
以
下
の
ご
と
-
で
あ
る
｡

南
宋
の
陳
公
亮

『厳
州
図
経
』
巻
二
に
よ
れ
ば
､
建
徳
の
失
地
村
は
､
前
漢
の
朱
買
臣
の
読
書
し
た
処
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
､
そ
の

東
の
朱
太
守
詞
に
あ
る
碑
文
は
､
李
頻
の
撰
で
あ
る
｡
碑
石
は
現
存
し
な
い
が
､
文
は
伝
わ
っ
て
い
る
｡
し
か
し
そ
の
詞
は
頗
る
浅
近

(卑
俗
)
で
､
李
頻
の
作
品
集
に
は
収
め
ず
､
疑
わ
し
い
､
と
｡

と
こ
ろ
で
こ
の
碑
文
中
に
は

｢
四
十
当
貴
､
今
三
十
九
臭
｣
と
あ
り
､
こ
れ
は
朱
買
臣
が
離
縁
を
求
め
る
妻
に
向
か
っ
て
語

っ
た
言

葉

｢我
年
五
十
当
富
貴
､
今
己
四
十
余
臭
｣
(『漢
書
』
巻
六
十
四
上
)
を
踏
ま
え
て
お
り
､
明
ら
か
に
自
ら
を
朱
買
臣
に
な
ぞ
ら
え
つ
つ
､

自
己
の
心
情
を
表
白
し
た
も
の
で
あ
る
｡
李
頻
は
大
中
八
年

(八
五
四
)
に
よ
う
や
-
進
士
科
に
及
第
し
た
｡
も
し

｢
四
十
当
貴
､
今

三
十
九
央
｣
の
語
を
自
叙
と
見
な
し
'
大
中
八
年
及
第
時
の
年
齢
を
四
十
と
し
て
推
算
す
る
と
'
李
頻
は
ほ
ぼ
憲
宗
の
元
和
十
年
(八
一
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五
)
に
生
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
｡

こ
の
説
は
､
博
薙
環
ほ
か
編

『唐
五
代
人
物
伝
記
資
料
綜
合
索
引
』
で
は
検
索
で
き
な
い
新
資
料
の
紹
介
､
と
い
う
点
で
は
い
さ
さ
か

有
益
で
あ
る
が
､
李
頻
の
生
年
説
の
論
拠
と
し
て
は
臆
測
の
域
を
出
な
い
｡
陳
公
亮
自
身
も

｢浅
近
｣
な
表
現
で
'
本
集
に
も
未
収
の
た

め
､
李
頻
の
作
か
ど
う
か
疑
問
と
す
る
｡
仮
り
に
こ
の
碑
文
が
李
頻
自
身
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
と
し
て
も
'
作
品
が
進
士

科
及
第
の
前
か
後
か
で
､
そ
の
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
-
変
わ
る
｡
及
第
前
で
あ
れ
ば
､
単
な
る
希
望
的
観
測
か
も
知
れ
な
い
｡

た
と
え
及
第
後
の
作
と
し
て
も
､
不
遇
な
官
歴
の
実
態
を
考
え
れ
ば
､
そ
の
発
言
は
自
尊
心
の
屈
折
し
た
表
わ
れ
と
し
て
､
ま
す
ま
す
怪

し
-
な
る
｡
現
時
点
で
は
､
ほ
と
ん
ど
確
証
に
乏
し
い
と
評
し
て
よ
い
｡

○李
畠

(字
太
和
)
-
新
疑
年
録

刷

〔備
考
の
補
充
〕

1

羅
根
沢

∃
李
邑
墓
誌
銘
』
扶
尾
｣
(『図
書
月
刊
』
第
二
巻
第
六
期
､
1
九
四
三
年
T
に
も
､
す
で
に

｢銘
序
称

『年
七
十
三
㌔

可
正

『新

2

(磨
)
書
』
之
謬
､
可
補

『旧

(磨
)
書
』
之
閑
｣
と
い
う
｡
李
燕
捷

『唐
人
年
寿
研
究
副
は
､
文
中
に
六
十
七
歳
の
作
と
明
記
す
る

｢辞

3

官
帰
滑
州
表
い
(『全
唐
文
』
巻
二
六
1
)
が
､
開
元
二
十
九
年

(七
四
1
)
か
'
翌
天
宝
元
年

(七
四
二
)
の
作
で
あ
る
こ
と
を
考
証
す
る
｡

そ
し
て
天
宝
六
我
の
死
亡
時
､
李
畠
は
七
十
三
歳
か
七
十
二
歳
と
な
り
､
『新
唐
書
』
本
伝
に
記
す

｢七
十
｣
で
は
な
い
こ
と
を
論
証
し
､

4

5

改
め
て

｢墓
誌
い
の
信
悪
性
を
確
認
し
ね
.
そ
の
考
証
は
､
郁
賢
暗

『唐
刺
史
考
』
LT
の
巻
五
七

(滑
州
)
や
巻
七
四

(消
州
)
の
条
を

6

参
照
し
て
も
妥
当
で
あ
る
｡
聞

一
多

｢唐
文
学
年
表
｣t
が
誤
っ
た
旧
説
に
も
と
づ
-
の
は
や
む
を
え
な
い
が
､
周
祖
讃
主
編

『中
国
文
学
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家
大
辞
典

(唐
五
代
巻
)』
(金
涛
声
執
筆
)
が
依
然
と
し
て
誤
り
を
踏
襲
す
る
の
は
全
-
理
解
で
き
な
い
｡

〔補
遺
の
補
充
〕

7

8

周
紹
良

｢唐
誌
叢
考
い

に
収
め
る

｢李
邑
墓
誌
｣
や
'
陳
尚
君

∃
新
唐
書
･宰
相
世
系
表
』
訂
補
二
則
い

に
収
め
る

｢江
夏
季
氏
世
系

9

訂
補
｣､
寛
文
生

｢李
邑
伝
｣t
も
参
照
に
値
す
る
O

(9)(8)(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

注

い
ま

『羅
根
沢
古
典
文
学
論
文
集
』
(上
海
古
希
出
版
社
､

一
九
八
五
年
)
所
収
の
も
の
に
よ
る
｡

文
津
出
版
社
'

一
九
九
四
年
｡

『文
苑
英
華
』
巻
五
八
〇
と
六
〇
1
に
収
め
'
後
者
は

｢辞
上
滑
州
刺
史
陳
情
表
｣
(宋
版
)
と
題
す
る
.

周
相
良
主
編

『唐
代
墓
誌
嚢
編
』
に
は

｢大
暦
〇
〇
九
｣
の
条
に
収
め
る
｡

李
燕
捷
は
､
最
終
的
に
は

｢墓
誌
｣
を
参
照
し
て
'
開
元
二
十
九
年
の
作
と
見
な
す
｡

湖
北
人
民
出
版
社
刊

『聞

一
多
全
集
』
10
所
収
｡

一
九
九
三
年
｡

『中
華
文
史
論
叢
』

一
九
八
五
年
二
韓
｡

『中
華
文
史
論
叢
』

一
九
八
六
年
四
輯
所
収
｡

『太
田
進
先
生
退
休
記
念
中
国
文
学
論
集
』

一
九
九
五
年
所
収
｡
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○陸
羽

(字
鴻
漸
)
-
新
疑
年
録
㈱

〔参

考
〕

1

落
寅

｢陸
鴻
漸
生
平
考
笑
い

は
参
照
す
べ
き
労
作
で
あ
る
が
､
日
本
や
台
湾
に
お
け
る

『茶
経
』
の
著
者
と
し
て
の
陸
羽
研
究
の
成
果

を
加
え
る
と
､
さ
ら
に
よ
-
な
る
｡
ち
な
み
に
そ
の
晩
年
に
関
し
て
､
戴
叔
倫
と
陸
羽
の
出
会
い
の
場
所

｢清
遠
峡
｣

を
端
州
に
あ
る
と

2

す
る
の
は
､
す
で
に
述
べ
た
ご
と
-
広
州
の
誤
り
で
あ
み
｡
ま
た
陸
羽
の
卒
年
の
下
限
を
､
孟
郊
の

｢送
陸
暢
帰
湖
州
､
困
懲
題
故
人
瞭

3

然
塔
･陸
羽
墳
｣詩
に
よ
っ
て
元
和
元
年
と
す
る
の
も
誤
りV
｡
そ
れ
は
元
和
六
年
の
作
で
あ
る
(新
疑
年
録

㈱参
照
).
こ
の
点
は
､
華
枕
之
･

喰
学
才

『孟
郊
詩
集
校
注
』
に
収
め
る
華
枕
之
の
新
編

｢
孟
郊
年
譜
｣
が
､
当
該
詩
の
系
年
を
元
和
六
年
の
作
に
改
め
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
も
わ
か
る
｡

(3)(2)(1)

注

薄
寅

『大
暦
詩
人
研
究
』
下
編
所
収
｡

本
稿
の
戴
叔
倫
の
条
の
注

桝参
照
｡

拙
稿

｢唐
代
作
家
新
疑
年
録

㈱｣陸
羽
の
条
参
照
｡
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○
柳
宗
元

(字
子
厚
)
-
新
疑
年
録

榊

〔備
考
の
補
足
〕

柳
宗
元
の
死
亡
日
に
関
す
る
二
説

｢十
月
五
日
｣
と

｢十

一
月
八
日
｣
の
う
ち
､
筆
者
の
従
う

｢十
月
五
日
｣
の
論
拠
を
補
充
し
て
お

‖‖

き
た
い
｡
南
宋
の
淳
照
元
年
刊

言
目
撃
先
生
集
り
巻
三
十
二
に
収
め
る
韓
愈
の

｢柳
子
厚
墓
誌
銘
｣
に
は

｢十
月
五
日
卒
｣
と
あ
り
､
南

2

宋
の
貌
仲
挙
編

『五
百
家
注
昌
繁
文
集
り
巻
三
十
二
に
も
､
｢十
月
五
日
｣
没
と
す
る
.
さ
ら
に
は
ま
た
､
｢十

1
月
八
日
｣
没
と
す
る
東

雅
堂
本

『韓
昌
撃
集
』
に
お
い
て
も
､
巻
二
十
三
に
収
め
る

｢祭
柳
子
厚
文
｣
の
注
に
は

｢十
月
五
日
｣
没
と
し
､
巻
三
十

一
に
収
め
る

｢柳
州
羅
池
廟
碑
｣
の
注
に
も

｢元
和
十
四
年
十
月
､
宗
元
卒
｣
と
あ
る
｡
し
か
も
戸
崎
哲
彦

｢永
州
･柳
子
廟
に
謁
し
て
-

柳
宗
元
の
生

3

日
と
卒
日
を
め
ぐ
る
疑
義
仁
い
に
よ
れ
ば
､
永
州
の
柳
子
廟
で
は
､
解
放
前
､
十
月
五
日
を
柳
宗
元
の
命
日
と
見
な
し
､
豚
や
羊
の
肉
の
供

4

物
を
は
じ
め
､
数
多
-
の
宮
灯
･后
額
が
か
け
ら
れ
､
盛
大
に
供
養
さ
れ
て
い
た
と
い
うV
.
｢十
月
五
日
｣
死
亡
説
は
､
信
葱
性
が
き
わ
め

5

て
高
lT
と
い
え
よ
う
.

注

川
国
立
故
宮
博
物
院
印
行
の
善
本
叢
書
『景
印
宋
本

昌
拳
先
生
集
』
に
よ
る
｡
本
書
に
関
し
て
は
､
同
書
に
収
め
る
昌
彼
得
の
政
や
､
阿
部
隆

一
『増
訂
中
国
訪
書
志
』
(汲
古
書
院
､
一
九
八
三
年
)
に
収
め
る

｢第
五
幕

政
宮
博
物
院
蔵
沈
氏
研
易
楼
捕
贈
宋
元
版
本
志
｣
を
参
照
｡

仏
文
淵
閣
四
庫
全
書
本
.
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仰
『汲
古
』
第
二
十

言
万
､

1
九
九
二
年
｡

㈱
戸
崎
論
文
に
よ
れ
ば
､
永
州
で
は
七
月
十
三
日
を
柳
宗
元
の
誕
生
日
と
見
な
し
､
柳
子
廟
で
祭
り
が
行
わ
れ
た
と
い
う
｡
戸
崎
説
に
よ
れ
ば
､

こ
れ
は
柳
宗
元
の
神
霊
が
柳
州
に
降
臨
し
た
日

｢七
月
三
日
｣
と
関
連
す
る
ら
し
い
｡

㈲
戸
崎
論
文
に
も
い
う
､
｢
(｢柳
先
生
年
譜
｣
の
著
者
文
安
礼
は
)年
譜
を
作
成
し
た
当
時
､
柳
州
軍
州
事
と
し
て
柳
州
に
あ
っ
た
(｢年
譜
後
序
｣)0

す
る
と
､
も
っ
と
も
判
断
材
料
に
恵
ま
れ
て
い
た
の
は
文
安
礼
で
あ
り
､
そ
の
彼
が
そ
の
年
譜
作
成
に
あ
た
っ
て
採
用
し
て
い
る
十
月
五
日
説
は

も
っ
と
も
信
頼
性
が
高
い
｣
と
｡

○
梁

粛

(字
寛
中

)
I
新
疑
年
録

仙

〔参

考
〕

1

小
野
四
平

｢唐
代
古
文
の
源
流
-
開
元
･
天
宝
期
を
中
心
に
･古

は
､
梁
粛
の
生
没
年
を

｢玄
宗
天
宝
三
載
甲
申

(七
四
四
)
生

徳

宗
貞
元
九
年
莫
巳

(七
九
三
)
没
､
享
年
五
十
歳
｣
と
す
る
新
説
を
出
し
た
｡
こ
の
新
説
は
､
雀
元
翰

｢梁
君
墓
誌
｣
な
ど
に
よ
る
拙
稿

の
説
(七
五
三
生
-
七
九
三
没
､
享
年
四
十

一
歳
､
以
下
､
通
説
と
略
称
)
と
較
べ
て
､
生
年
を
九
年
も
-
り
あ
げ
､
享
年
を
九
歳
増
し
た
も
の

で
あ
る

(没
年
は
同
じ
)｡
そ
の
論
拠
は
､
ほ
ぼ
次
の
ご
と
-
に
な
る

(要
約
)0

①

梁
粛
の

｢過
旧
園
賦
｣

序
に
､
｢余
行
年
十
八
､
歳
当
上
元
辛
丑
｣
と
あ
る
｡
上
元
二
年
辛
丑

(七
六

一
)
に
十
八
歳
で
あ
る
と

す
れ
ば
､
そ
の
生
年
は
逆
算
し
て
天
宝
三
載

(七
四
四
)
と
な
る
｡
こ
れ
は
､
通
説
の
天
宝
十
二
載

(七
五
三
)
生
ま
れ
と
は
異
な
り
'

神
田
喜

一
郎

｢梁
粛
年
譜
｣
に
は
､
｢行
年
十
八
｣
の
文
字
を
誤
り
と
す
る
｡
し
か
し
同
じ
賦
序
の

｢
二
十
年
に
垂
な
ん
と
す
｣
(訓
読
は

み
な
小
野
論
文
よ
り
引
-
)
が
十
九
年
間
を
指
し
て
､
き
わ
め
て
正
確
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
､
｢行
年
十
八
｣
の
部
分
の
み
を
と
り
あ
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げ
て
､
こ
こ
だ
け
を
否
定
し
て
し
ま
う
の
は
無
理
で
あ
ろ
う
｡
と
い
う
の
は
､
梁
粛
に
と
っ
て

｢十
八
歳
｣
は
､
李
華
や
独
孤
及
に
よ

っ
て
そ
の
文
才
を
初
め
て
認
め
ら
れ
た
年
齢
で
あ
り
､
容
易
に
忘
れ
が
た
い
と
い
う
特
殊
な
事
情
も
あ
る
｡
む
し
ろ
賦
中
の

｢昔
予
生

ヽ

ヽ

之
三
歳
､
値
劾
虜
之
衝
奔
､
-
｣
と
あ
る
第

一
句
は
､
｢昔
予
生
十
三
歳
｣
の
誤
写
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
｡
天
宝
三
載
に
生
ま
れ
た

梁
粛
が
十
三
歳
に
な
っ
た
の
は
､
天
宝
十
五
載
の
こ
と
で
あ
る
｡
当
時
は
ま
さ
に
安
史
の
乱
の
さ
な
か
で
あ
っ
た
｡

②

通
説
に
よ
れ
ば
､
梁
粛
が
十
八
歳
で
あ
っ
た
の
は
､
大
暦
五
年

(七
七
〇
)
で
あ
る
｡
し
か
し
当
時
､
李
華
は
す
で
に
死
ん
で
お

り

(大
暦
二
年
ご
ろ
没
)､
そ
の
文
才
を
認
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
｡

マ

マ

③

梁
粛

｢常
州
刺
史
独
孤
及
集
後
序
｣
(『全
唐
文
』
巻
五
一
八
)
に
､
｢初
め
て

(独
孤
)
公
の

粛
を
視
る
や
､
友
を
以
て
せ
り
｡

マ
マ

粛
の
公
を
仰
ぐ
や
､
猶
お
師
の
ご
と
-
せ
り
｣
(原
文
｢初
公
視
粛
以
友
､
粛
仰
公
猶
師
｣)
と
あ
る
｡
最
初
に
面
会
し
た
と
き
に
､
十
八
歳

の
梁
粛
を
､
四
十
六
歳
の
独
孤
及
が

｢友
｣
と
し
て
過
し
た
こ
と
に
な
り

(大
暦
五
年
当
時
-
通
説
)､
こ
れ
は
や
は
り
不
自
然
で
あ
る
｡

他
方
､
天
宝
三
載
生
ま
れ
の
新
説
な
ら
ば
､
十
八
歳
の
梁
粛
を
､
三
十
七
歳
の
独
孤
及
が

｢友
｣
と
し
て
過
し
た
こ
と
に
な
る

(上
元
二

年
当
時
)｡
こ
の
場
合
､
年
齢
差
も
二
十
八
歳
か
ら
十
九
歳

へ
と
縮
小
し
､
そ
れ
ほ
ど
不
自
然
で
は
な
い
｡
当
時
李
華
は
､
も
ち
ろ
ん
健

在
で
あ
っ
た
｡
し
た
が
っ
て
雀
元
翰
の

｢梁
君
墓
誌
｣
の
享
年

｢
四
十
有

1
｣
は
､
明
ら
か
に
誤
記
で
あ
り
､
五
十
歳
が
正
し
い
｡

こ
の
小
野
説
は
､
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
ろ
う
｡
と
い
う
の
は
､
｢過
旧
園
賦
｣
序
の
｢余
､
行
年
十
八
､
歳
は
上
元
辛
丑
に
当
る
｣
(以
下

の
訓
読
も
小
野
論
文
よ
り
引
-
)
が
仮
り
に
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
､
こ
の
句
に
続
-
文
に
､

か

く

こと

盗
､
洛
陽
に
入
り
､
三
河
の
間
､
大
い
に
塗
炭
せ
り
｡
困
り
て
身
を
寛

し
て
東
に
下
り
､
呉
越
に
旅
す
｡
陀
難
の
中
に
転
徒
す
る
者
､

2

二
十
年
に
垂
な
ん
と
す
｡
上

〔徳
宗
〕､
位
を
嗣
ぐ
の
歳

〔連
中
元
年

(七
八
〇
)｣
､
詔
に
応
じ
て
京
師
に
詣
り
､
其
の
年
の
夏
､
東
宮
校

善
部
に
除
せ
ら
る
｡



170

と
あ
る
以
上
'
梁
粛
は
十
八
歳
の
と
き
に
始
め
て
戦
乱
を
避
け
て
江
南
の
地

(呉
越
)
に
赴
い
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し

李
華
た
ち
が
十
八
歳
の
梁
粛
の
文
才
を
認
め
た
こ
と
を
記
す
雀
元
翰
の

｢梁
君
墓
誌
｣

の
な
か
に
は
､
じ
つ
は
こ
の
こ
と
を
記
す
箇
所

の
前
に
'
｢君
の
江
南
に
寓
す
る
や
､
十
六
に
し
て
先
府
君
穀
せ
り
｣
(原
文

｢君
之
寓
干
江
南
､
十
六
両
先
府
君
穀
｣
)

と
い
う
｡
つ
ま
り

3

梁
粛
は
十
六
歳
の
と
き
､
す
で
に
江
南
に
寓
居
し
て
お
り
､
そ
の
仮
寓
先
で
父
親
を
な
-
し
た
わ
け
で
あ
る
｡
こ
れ
は
ま
た
､
梁
粛
の

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

は
と

｢述
初
賦
｣
序

(『全
唐
文
』
巻
五
一
七
､
『文
苑
英
華
』
巻
九
八
)
の

｢予
､
幼
に
し
て
漂
流
し
､
遂
に
江
海
の
上
り
に
寓
す
｣
云
々
と
い

う
述
懐
と
照
応
し
､
｢過
旧
園
賦
｣
序
に
い
う
十
八
歳
避
難
説
と
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
｡
ち
な
み
に

｢盗

洛
陽
に
入
り
｣

云
々
は
､
安

史
の
乱
が
続
-
上
元
二
年
辛
丑
の
春
､
反
乱
軍
の
占
拠
す
る
洛
陽
を
奪
回
し
よ
う
と
す
る
官
軍
の
計
略
が
失
敗
し
､
｢洛
陽
の
四
面
数
百

里
､
州

･
県
は
皆
な
丘
嘘
と
為
る
｣
(『資
治
通
鑑
』
巻
二
二
二
)
状
況
を
指
し
て
い
る
｡

4

李
華
は
大
暦
二
年
の
終
り
ご
ろ
に
没
し
た
と
も
い
う
が
､
そ
の
没
年
は
大
暦
九
年
ご
ろ
で
あ
り
､
梁
粛
の
文
才
を
認
め
た
大
暦
五
年

(通
説
)
当
時
､
李
華
は
生
存
し
て
お
り
､
少
し
も
問
題
は
な
い
｡

最
後
に
残
る
論
拠
は
､
独
孤
及
が
年
下
の
梁
粛
を

｢友
｣
と
し
て
遇
す
る
場
合
､
二
十
八
歳
の
差
が
あ
れ
ば

｢や
は
り
不
自
然
｣､
十

九
歳
の
差
で
あ
れ
ば

｢
そ
れ
ほ
ど
不
自
然
で
な
い
｣
と
す
る
③
の
み
で
あ
る
｡
こ
れ
も
見
方
を
変
え
れ
ば
､
二
十
八
歳
年
下
の
梁
粛
を

特
別
視
し
て

｢友
｣
と
し
て
過
し
た
こ
と
は
､
梁
粛
の
文
才
を
き
わ
め
て
高
-
評
価
し
た
こ
と
を
端
的
に
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
梁

粛
の
生
年
を
引
き
あ
げ
る
確
証
に
は
､
と
う
て
い
な
り
え
な
い
｡
そ
も
そ
も
雀
元
翰
の

｢梁
君
墓
誌
｣
の
享
年

｢
四
十
有

一
｣
が
享
年

｢五
十
｣
に
誤
る
こ
と
な
ど
､
特
殊
な
事
情
が
存
在
し
な
い
か
ぎ
り
､
ほ
と
ん
ど
考
え
が
た
い
の
で
あ
る
｡

要
す
る
に
､
十
六
歳
の
と
き
､
す
で
に
江
南
に
寓
居
し
て
い
た
と
す
る
雀
元
翰
の

｢梁
君
墓
誌
｣
こ
そ
､
｢余
行
年
十
八
｣
の
誤
り
を

明
示
す
る
確
証
と
い
え
よ
う
｡
小
野
説
に
は
従
い
が
た
い
｡
ち
な
み
に
こ
の
見
方
は
､
小
野
四
平

｢梁
粛
か
ら
柳
宗
元
へ
-
｢唐
代
古
文

5

の
源
流
｣

補
説
I
I
の
中
に
も
､
-
り
返
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
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注

川
本
稿
の
李
華
の
条
の
注

㈱参
照
｡

似
大
暦
十
四
年

(七
七
九
)
が
正
し
い
こ
と
は
､
薄
寅

｢梁
粛
年
譜
｣

(

同

『大
暦
詩
人
研
究
』
下
編

〔中
華
書
局
､

一
九
九
五
年
〕
所
収
)
秦

照
｡
こ
の
点
は
､
神
田
喜

一
郎
の

｢梁
粛
年
譜
｣

も
誤
る
｡

㈱
神
田
書

1
郎

｢梁
粛
年
譜
｣
上
元
二
年
辛
丑
(

七
六

1
)､
九
歳
の
条
に
､
｢公
の
一
家
､
戦
乱
を
避
け
て
江
南
の
地
に
赴
き
､
い
ま
の
蘇
州
･

常
州
の
間
を
流
浪
す
｡
こ
れ
よ
り
江
南
に
あ
る
こ
と
約
二
十
年
に
及
ぶ
｣

と
あ
る
｡
蒋
寅
の

｢梁
粛
年
譜
｣

上
元
二
年

(七
六

一
)､
九
歳
の
条

に
も
､
｢公
挙
家
避
戦
乱
車
転
南
下
､
遷
徒
江
東
蘇
州

l
帯
｣

と
あ
る
.

仙
拙
稿
の

｢唐
代
作
家
新
疑
年
録
｣

仙
(弘前
大
学
人
文
学
部

『文
経
論
叢
』
第
二
十
六
巻
第
三
号
､

1
九
九

一
年
所
収
)
の
李
華
の
条
や
､
楊

承
祖

｢李
華
繋
年
考
証
｣
(『東
海
学
報
』
一二
十
三
巻
､

一
九
九
二
年
所
収
｡
七

一
七
生
?
-
七
七
四
没
?

〔大
暦
九
年
か
､
そ
の
少
し
前
没
〕)､

謝
力

｢李
華
生
平
考
略
｣
(『唐
代
文
学
研
究
』
広
西
師
範
大
学
出
版
社
､

一
九
九
〇
年
所
収
｡
大
暦
九
年
四
～
五
月
ご
ろ
没
)
参
照
｡

㈲
『集
刊
東
洋
学
』
第
六
十
六
号

二

九
九

一
年
)
所
収
｡
本
稿
の
李
華
の
条
の
注
㈹
の
単
行
本
に
は
､
第

一
章
の
11Ⅰ
と
し
て
収
め
ら
れ
る
｡

○
令
狐
楚

(字
殻
士
)
-
新
疑
年
録

㈲

〔参

考
〕

1

妾
剣
云

｢令
狐
楚
生
卒
与
里
籍
考
い

の

｢
一
､
生
卒
問
題
｣

の
条
も
､
筆
者
と
同
じ

｢七
六
六
生
-
八
三
七
没
｣

(

享
年
七
十
二
歳
)
と

す
る
｡
そ
の
論
拠
と
考
証
は
､
拙
稿
の
範
囲
を
出
な
い
｡
妾
論
文
で
特
に
問
題
な
の
は
､
『唐
才
子
伝
校
等
』
巻
五
､
令
狐
楚
の
条

(呉
汝

燈

･
胡
可
先
執
筆
)
の
中
に
､
す
で
に
同
じ
論
拠
を
あ
げ
て
い
る
の
に
､
全
-
そ
れ
に
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
唐
代
の
伝
記
研



究
者
が
労
作

『唐
才
子
伝
校
等
』
を
閲
読
し
な
い
こ
と
は
'
ま
こ
と
に
不
可
解
で
あ
る
｡
も
し
閲
覧
し
て
い
る
な
ら
ば
､
そ
れ
に
触
れ
な

217

い
の
は
,
や
は
り
礼
を
失
し
よ
う
｡
生
卒
問
題
に
関
す
る
か
ぎ
り
,
重

刑
文
に
は
新
し
い
知
見
が
な
い
｡

注

川

『文
学
遺
産
』

一
九
九
六
年
第
四
期
所
収
｡

○慮
論

(字
允
言
)
-
新
疑
年
録
S

〔補

考
〕

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

『唐
才
子
伝
校
等
』
第
五
冊

(補
正
)､
虚
給
の
条

(陶
敏
執
筆
)
に
は
､
章
応
物
の

｢張
彰
州
､
前
与
頗
氏
漏
少
府
､
各
恵
寄

1
第
｡
多

故
未
答
､
張
己
云
没
｡
困
追
哀
叙
事
､
兼
遠
簡
漏
生
｣
詩
に
つ
い
て
'
こ
う
い
う

(要
旨
)､

き

張
彰
州
と
は
興
元
元
年

(七
八
E
I)
十
二
月
､
彰
州
刺
史
と
な
っ
た
張
喪
を
指
し

(『冊
府
元
亀
』
巻

二
二
九
)
'
そ
の
没
年
は
き
っ
と

貞
元
元
年

(七
八
五
)
で
あ
ろ
う
｡
詩
中
の

｢秋
風
吹
専
門
｣
の
句
に
よ
れ
ば
､
貞
元
元
年
の
秋
に
作
ら
れ
た
は
ず
だ
t
と
O

幸
応
物
詩
の

｢張
彰
州
｣
に
つ
い
て
は
､
郁
賢
暗

『唐
刺
史
考
』
㈲
､
巻
二
二
四
､
剣
南
道
彰
州
の
条
に
も
､
す
で
に
興
元
元
年
十
二

月
に
彰
州
刺
史
と
な
っ
た
張
喪
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
｡
こ
の
陶
敏
説
に
よ
れ
ば
､
慮
給
の
天
宝
七
載
生
年
説
が
よ
り
い
っ
そ
う
穏

当
と
な
る
｡
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ヽ
ヽ
ヽ

虚
給
は

｢臥
病
､
寓
居
竜
興
観
､
桂
馬
十
七
著
作
書
､
知
罷
摂
洛
陽
､
赴
嫉
氏
｡
困
題
十
四
韻
､
寄
婿
生
､
並
贈
喬
尊
師
｣

詩
の
中
で
､

自
ら
を
｢清
岳
衰
将
至
｣
と
称
す
る
｡
貞
元
元
年
の
秋
の
作
と
推
定
さ
れ
る
寺
応
物
詩
に
は
､
｢漏
生
遠
同
恨
､
惟
倖
在
田
鹿
｣

と
あ

っ
て
､

婿
著
は
す
で
に
嫉
氏
県
尉
を
や
め
て
閑
居
し
て
い
た
.
し
た
が
っ
て
そ
の
嫉
氏
県
尉
就
任
は
､
そ
の
時
点
よ
り
少
-
と
も
そ
の
任
期
(三
年

1

前
後
)
分
早
い
は
ず
で
あ
る
｡
と
す
れ
ば
､
塵
給
詩
の
作
成
年
代
は
､
遅
-
と
も
連
中
二
年

(七
八
一
)
ご
ろ
以
前
と
な
る
｡
当
時
､
天
宝

七
載

(七
四
八
)
生
年
説
で
は
､
塵
給
の
年
齢
は
三
十
三
歳
以
前
と
な
る
｡
他
方
､
開
元
二
十
五
年

(七
三
七
)
～
同
二
十
七
年

(七
三
九
)

の
三
説
で
は
､
四
十
二
～
四
十
四
歳
以
前
と
な
り
､
清
岳
の
有
名
な
典
故

(｢秋
興
賦
｣
序
の

｢余
春
秋
三
十
有
二
､
始
見
二
毛
｣
)

と
大
き
-

-
い
ち
が
う
こ
と
に
な
る
｡
つ
ま
り
､
陶
敏
説
を
参
照
す
れ
ば
､
拙
稿
で
述
べ
た
博
薙
環
の
煩
雑
な
論
説
よ
り
も
､
よ
り
明
快
に
天
宝
七

載
生
年
説
の
妥
当
さ
を
論
証
で
き
る
こ
と
に
な
る
｡

〔補

遺
〕

2

ば
つ

戴
偉
華

｢読
唐
詩
札
記
二
則
｣.

の

｢
1
'
慮
給
晩
期
在
河
中
及
卒
年
考
弁
｣

に
は
､
塵
給
は
貞
元
十
三
年

(七
九
七
)､
戸
部
郎
中
に
超

て
き

拝
さ
れ
､
ほ
ぼ
貞
元
十
九

～
二
十
年
(八
〇
三
～
四
)ご
ろ
､
太
子
賓
客
で
没
し
た
と
す
る
｡
こ
の
う
ち
､
貞
元
十
三
年
の
件
に
関
し
て
は
､

3

す
で
に
そ
の
誤
り
が
指
摘
さ
れ
て
い
み
の
で
､
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
.

慮
給
の
没
年
を
延
ば
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
､
以
下
の
ご
と
-
で
あ
る

(要
約
)0

『唐
会
要
』
巻
七
十
九
､
誼
法
上
､
｢恭
｣
の
条
に
､
｢太
子
賓
客
虞
給
｣
と
あ
る
｡
唐
代
､
職
事
官
は
三
品
以
上
､
散
官
は
二
品
以
上

の
者
に
対
し
て
だ
け
､
誼
号
を
与
え
ら
れ
た
｡
も
し
五
品
官
の
戸
部
郎
中
で
没
し
た
な
ら
ば
､
誼
号
を
も
つ
は
ず
は
な
い
｡
太
子
賓
客

は
通
常
､
追
贈
官
と
し
て
は
用
い
ら
れ
ず
､
塵
輪
の
追
贈
官
は
兵
部
尚
書
で
あ
る

(『金
石
録
』
巻
十
)｡
つ
ま
り

『唐
会
要
』
は
､
太
子

賓
客
の
上
に

｢故
｣
の
字
を
脱
し
て
い
る
の
だ
｡
慮
給
は
三
品
官
の
太
子
賓
客
で
確
か
に
没
し
た
か
ら
に
は
､
五
品
官
か
ら
こ
の
高
官

に
昇
進
す
る
に
は
数
年
間
か
か
る
｡
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.4

こ
の
戴
説
は
誤
り
で
あ
ろ
う
｡
慮
給
の
最
終
官
が
戸
部
郎
中
で
あ
る
こ
と
は
､
拙
稿

(新
疑
年
録
の
の
二
二
七
貢
)
で
述
べ
た
ご
と
-
､

動
か
し
が
た
い
｡
ま
た
太
子
賓
客
･兵
部
尚
書
に
関
し
て
は
､
『唐
才
子
伝
校
等
』
第
五
冊

(補
正
)､
慮
給
の
条

(陳
尚
君
執
筆
)
に
も
指

5

摘
さ
れ
る
ご
と
-
､
い
ず
れ
も
慮
給
の
子
孫
が
貴
顕
に
な
っ
て
後
の
追
贈
官
で
あ
り
､
｢恭
｣
も
後
に
追
認
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
｡
な
お

｢太
子
賓
客
｣
の
上
に
は
､
故
で
は
な
-
贈
の

一
字
が
脱
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
慮
給
を
除
-
諸
人

が

｢贈
｣
字
で
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
推
測
で
き
よ
う
｡

(5)(4)(3)(2)(1)

注

劉
初
案

｢慮
給
簡
譜
｣
(同

『慮
輪
詩
集
校
注
』
所
収
)
に
は
､
大
暦
十
三
年

(七
七
八
)
の
条
に
か
け
る
｡

『文
学
遺
産
』

一
九
九
〇
年
第

一
期
所
収
｡

薄
寅

r大
暦
詩
人
研
究
』
下
編
の
第
十
二
章
の
｢
三
､
慮
輪
離
河
中
入
朝
之
経
過
し
参
照
.

『文
経
論
叢
』
第
二
十
九
巻
三
号
所
収
｡

劉
初
案

r慮
輪
詩
集
校
注
』
の
附
録
二
の
伝
記
資
料

(五
七
六
～
五
八
〇
頁
)
参
照
.


